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◆ 会計の原則 

   

学校法人は、次に掲げる原則によって、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書並びに 

財産目録を作成しなければならない。（基準第２条）   

 

① 真実性の原則 ･･････ 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。 

 

② 正規の簿記の原則 ･･････ 全ての取引について、正規の簿記の原則によって正しく 

記帳された会計帳簿に基づいて計算関係書類を作成すること。 

 

③ 明瞭性の原則 ･･････ 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要 

な会計事実を計算関係書類に明瞭に表示すること。 

 

④ 継続性の原則 ･･････ 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算関係書類及び財産 

目録の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだ 

りにこれを変更しないこと。 

   

 

 

◆ 計算関係書類等の種類   

 
学校法人が作成する必要がある計算関係書類等は、次のものです。 

   

計算書類（法第103条、基準第１、16、40条） 附属明細書（法第103条、基準第１、41条） 

貸借対照表（P6～7） 

事業活動収支計算書 (P8～10) 

資金収支計算書 (P12～15)  

活動区分資金収支計算書 

注記事項（P16～17） 

固定資産明細書（P18～19） 

借入金明細書（P20～21） 

基本金明細書（P22～23） 

収益事業会計に係る貸借対照表及び損益計算書 ※１ 

財産目録（法第107条、基準第１、47条）（P24～25） ※２ 

（助成法施行規則第２条） 

事業活動収支内訳表 ※３ 

資金収支内訳表 ※３ 

人件費支出内訳表 

  ※１ 収益事業を行っている場合に作成が必要。 

※２ 会計監査人非設置知事所轄学校法人(→P3参照)については、財産目録の作成は必須ですが、

所轄庁への提出は必要ありません。 

  ※３ 内訳表の作成については、説明を省略していますが、「資金収支内訳表等の部門別 

計上及び配分について」（P62）を参照してください。 
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◆ 会計監査人非設置知事所轄学校法人（※）の特例 
  ※都道府県知事を所轄庁とする学校法人のうち、寄附行為で定めることができる会計監査人（私立学校法第18条第２項）を置いていないもの。 

※学校法人が監査契約を締結している公認会計士や監査法人を、寄附行為に会計監査人として定めていない場合は、会計監査人非設置法人と

なります。 

● 基準の適用にあたって、次の特例が認められています｡     

       

特 例 事 項 内       容 

｢活動区分資金収支計算書｣作成の省略 

基準：第50条  P90参照 

 

基準第16条の規定にかかわらず、活動区分資金収支計算

書を作成しないことができます。 

｢教育研究経費｣と｢管理経費｣の区分 

基準：別表第二の注記４及び別表 

第三の注記４  P94,95参照 

この二つの科目に代えて、「経費」の科目を設けること

ができます｡ 

「教育研究用機器備品」と「管理用機器備品」

の区分 

基準：別表第一の注記２及び別表 

        第三の注記５  P94,95等参照 

この二つの科目に代えて、「機器備品」の科目を設ける

ことができます｡ 

単数の学校のみを設置する法人の特例 

文部科学省通知： 

令６.12.9 ６文科高第1457号 

第四の１ P132参照 

資金収支内訳表等の部門別計上を省略し、資金収支内訳

表と事業活動収支内訳表の作成も省略できます｡ 

（人件費支出内訳表の作成は省略できません｡） 

小規模法人の会計処理等の簡略化 

文部省通達：昭49.３.29文管振第87号 

P71参照 

（1）未収入金、未払金等、支払資金の収入・支出とならな

い取引の期中の会計処理省略 

（2）一定の契約による継続的な電気・ガス料金等の支出の

会計年度末における前払金、未払金の計上省略 

（3）幼稚園のみを設置する法人の形態分類によらない経費

の小科目の設定（例：行事費 等） ほか 

      

※さらに高等学校を設置していない会計監査人非設置知事所轄学校法人の特例 

特 例 事 項 内       容 

徴収不能引当ての特例 

基準：第48条  P90参照 

基準第10条の規定にかかわらず､徴収不能の見込額を徴

収不能引当金に繰り入れないことができます｡ 

４号基本金組入れの特例 

基準：第49条  P90参照 

基本金に組み入れるべき１号から４号までのうち、４号

基本金（恒常的に保持すべき資金の額）は、全部又は一部

を組み入れないことができます｡ 
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◆ 計算書類の作成の前に  《基本的な考え方》 

資金収支計算書 

〔資金収支計算の目的〕 

目的①－当該年度の教育研究その他の諸活動に対応して 
生ずるすべての収入及び支出の内容を明らかにす 
ること。 

目的②－当該年度中において現実に収納し、又は支払っ 
た支払資金(現預金)の収入及び支出について、そ 
のてん末(経過の一部始終及び結果)を明らかにす 
ること。 

  

〔資金収入の計算方法〕 

 4月1日･････････････3月31日  

Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ＝100百万円 
＝支払資金の収入 

当該年度中において現実に受入れた現

預金 
→「目的②」に係るもの 

Ⓐ 
20百万円 

 
前期末 
前受金 

 
前年度以前

に現実の収

受をしてい

るが、本来は

当該年度の

ための収入 

 

Ⓑ 
10百万円 

 
前期末 
未収金 
収入 

 
前年度末の

未収入金の

当該年度の

収入 

Ⓒ 
65百万円 

Ⓓ 
25百万円 

 
前受金 
収入 

 
翌年度入学

の生徒に係

る納付金 

   など 

Ⓔ 
11百万円 

 
期末 

未収入金 
 

当該年度の収入

とすべきものの

うち、年度末まで

に収受されない

もの 

Ⓐ＋Ⓒ＋Ⓔ＝96百万円 
＝当該年度の諸活動に対応する収入 

→「目的①」に係るもの 

資金収入の計算は、Ⓐ～Ⓔ＝131百万円について行う。 

当該年度の収入にならないⒶとⒺについては、減額表示（資金収入調整勘

定）を行う。 

   

〔資金支出の計算方法〕 

 4月1日･････････････3月31日  

ⓑ+ⓒ+ⓓ＝104百万円 

＝支払資金の支出 
当該年度中において現実に払出した現

預金 
→「目的②」に係るもの 

ⓐ 
15百万円 

 
前期末 
前払金 

 
 

前年度以前

に現実の払

出をしてい

るが、本来は

当該年度の

ための支出 

 

ⓑ 
14百万円 

 
前期末 
未払金 
支払支出 

 
前年度末の

未払金の当

該年度の支

出 

ⓒ 
75百万円 

ⓓ 
15百万円 

 
前払金 
支払支出 

 
 

翌年度の諸

活動に係る

ものの支出 

ⓔ 
12百万円 

 
期 末 
未払金 

 
 
当該年度の支出と

すべきもののう

ち、年度末までに

払出しないもの 

ⓐ+ⓒ+ⓔ＝102百万円 

＝当該年度の諸活動に対応する支出 
→「目的①」に係るもの 

資金支出の計算は、ⓐ～ⓔ＝131百万円について行う。 

当該年度の支出とならないⓐとⓔについては減額表示（資金支出調整勘

定）を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

資金収入科目 事業活動収入科目 

1  学生生徒等納付金収入 

2  手数料収入 

3  寄付金収入 

4  補助金収入 

○5  資産売却収入 

6 付随事業・収益事業収入 

7  受取利息・配当金収入 

8  雑収入 

○9  借入金等収入 

○10  前受金収入 

○11  その他の収入 

○12  資金収入調整勘定 

○13  前年度繰越支払資金 

（教育活動収支） 

1  学生生徒等納付金 

2  手数料 

3  寄付金 現物寄付 

4  経常費等補助金 

6 付随事業収入 

8 雑収入 

 

（教育活動外収支） 

7  受取利息・配当金 

6 その他の教育活動外収入 

 

（特別収支） 

5 資産売却差額 

3・4・8 その他の特別収入 

     現物寄付 

 

※項番は資金収入科目の

項番に対応 

⑤,⑨～⑬：支払資金の収入ではあるが、 
貸借対照表の負債の増加又は減少として 
把握すべきものである。    

 

資金支出科目 事業活動支出科目 

 

人件費支出 

1   教員人件費支出 

2   職員人件費支出 

3   役員報酬支出  

4  退職金支出 

経費支出 

5   消耗品費支出 

6   光熱水費支出 

7   旅費交通費支出 

8   奨学費支出 
    ・ 
    ・ 

9 借入金等利息支出 

○10  借入金等返済支出  

○11  施設関係支出 

○12  設備関係支出 

○13  資産運用支出 

○14  その他の支出 

○15  資金支出調整勘定 

○16  翌年度繰越支払資金 

（教育活動収支） 

人件費 

1   教員人件費 

2   職員人件費 

3   役員報酬 

17 退職給与引当金繰入額 

4   退職金 

経費 

5   消耗品費 

6   光熱水費 

7   旅費交通費 

8   奨学費 

18  減価償却額 
  ・ 
  ・ 

 徴収不能額等 

19  徴収不能引当金繰入額  

 

（教育活動外収支） 

9  借入金等利息 

20 その他の教育活動外支出 

 

（特別収支） 

21 資産処分差額 

22 その他の特別支出 

 

※項番は資金支出科目の

項番に対応 

⑩～⑯：支払資金の支出ではあるが、貸借 
対照表の純資産の増加又は減少として把握 
すべきものである。 

◎ 二つの収支計算書の違いは、増減計算の

対象となるものの相違にある。 
  
          資金収入－資金の増加 
資金収支計算書           

資金支出－資金の減少 
 
           事業活動収入 
事業活動収支計算書          

事業活動支出  
事業活動の 

収支状況 
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事業活動収支計算書          貸借対照表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（現物寄付） 

支払資金の収入 
を伴わない 

   事業活動収入特有の 

  科目である。 

 

 

（資産売却差額） 

帳簿残高との 
関係で生ずる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

退職給与引当金繰入額 

減価償却額 

徴収不能引当金繰入額 

資産処分差額 

支払資金の支出 

を伴わない 

事業活動支出特有の 

科目である。 

 
             
 
 
 
 
 

〔事業活動収支計算の目的〕 

目的①－当該会計年度の「ア教育活動」、「イ

教育活動以外の経常的な活動」及び

「ア、イの活動以外の活動」に対応す

る事業活動収入と事業活動支出の内

容を明らかにすること。 

目的②－当該会計年度において基本金組入

額を控除した当該会計年度の諸活動

に対応する全ての事業活動収入及び

事業活動支出の均衡の状態を明らか

にすること。 

 

〔貸借対照表の目的〕 

学校法人の当該会計年度

末の財政の状況 (財政状

態) を明らかにすること。 

〔事業活動収支の計算方法〕 

 ① 事業活動収入 

当該会計年度の学校法人の負債となら

ない収入を計算する。 

② 事業活動支出 

当該会計年度において消費する資産の

取得価額及び当該会計年度における用役

（人件費など）の対価を計算する。 

③ 事業活動収支計算 

  「ア教育活動」、「イ教育活動以外の経常

的な活動」及び「ア、イの活動以外の活動」

ごとに、上記①及び②により計算した事業

活動収入と事業活動支出を対照して行う

とともに、事業活動収入の額から事業活動

支出の額を控除し、その残額から基本金組

入額を控除して行う。 
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○ 貸借対照表      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・(Ｂ/Ｓ)｢本年度末｣(長期＋短期)貸付金 

＝(Ｂ/Ｓ)｢前年度末｣(長期＋短期)貸付金 

－(資/収)｢貸付金回収収入｣ 

＋(資/収)｢貸付金支払支出｣ 

－(事/収)｢(貸付金の)徴収不能額｣   

 

・(Ｂ/Ｓ)｢前年度末・現金預金｣は、(資/収)｢前年度 

繰越支払資金｣と一致します。 

・(Ｂ/Ｓ)｢本年度末・現金預金｣は、(資/収)｢翌年度 

繰越支払資金｣と一致します。 

 

・(Ｂ/Ｓ)｢本年度末・未収入金｣ 

＝(Ｂ/Ｓ)｢前年度末・未収入金｣ 

－(資/収)｢前期末未収入金収入｣ 

＋(資/収)｢期末未収入金｣ 

－(事/収)｢(未収金の)徴収不能額｣ 

 

・(Ｂ/Ｓ)｢前年度末・前払金｣のうち、当該会計年度の 

諸活動に係る部分の金額は、(資/収)の関係科目で 

支出します。 

・(Ｂ/Ｓ)｢本年度末・前払金｣ 

＝(Ｂ/Ｓ)｢前年度末・前払金｣ 

＋(資/収)｢前払金支払支出｣ 

－(資/収)｢前期末前払金」 

 

・(Ｂ/Ｓ)｢負債及び純資産の部合計｣と一致します。  

 

 

 

 

 

◎ ｢前年度末｣の金額は、前年度の(Ｂ/Ｓ) 
｢本年度末｣金額を転記してください。 

 

(科目設定例) 
第一号様式               貸 借 対 

                年  

資産の部 

科 目 本年度末 前年度末 増 減 

固定資産    

有形固定資産    

土地    

建物    

構築物    
教育研究用機器 
備品 

   

管理用機器 
備品 

   

図書    

車両    

建設仮勘定    

特定資産    
第２号基本金 
引当特定資産    

第３号基本金 
引当特定資産    

 退職給与引当 
特定資産    

 減価償却引当 
特定資産    

(何)引当特定資産    

その他の固定資産    

借地権    

電話加入権    

預託金    

施設利用権    

ソフトウエア    

出資金    

有価証券    

収益事業元入金    

長期貸付金    

敷金    

保険積立金    

流動資産    

現金預金    

未収入金    

貯蔵品    

短期貸付金    

有価証券    

立替金    

前払金    

仮払金    

資産の部合計    

 

・｢本年度末｣の金額は『固定資産明細書』の｢差引期末

残高｣の｢合計｣金額と一致します。 

（大科目） 
（中科目） 
（小科目） 

・会計監査人非設置知事所轄法人は、これらの科目に

代えて「機器備品」として表示することもできます。

→P３参照 

・大科目と中科目は追加・省略できません。 

・小科目は、追加又は細分することができます。 
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照 表 
月  日              (単位 円) 

負債の部 

科        目 本年度末 前年度末 増 減 

固定負債    

長期借入金    

学校債    

長期未払金    
退職給与引当金    

流動負債    

短期借入金    

１年以内償還予定 

学校債 
   

手形債務    

未払金    

前受金    

預り金    

仮受金    

賞与引当金    

負債の部合計    

純資産の部 

科      目 本年度末 前年度末 増 減 

基本金    

第１号基本金    

第２号基本金    

第３号基本金    

第４号基本金    

繰越収支差額    

 翌年度繰越収支差額    

純資産の部合計    

負債及び純資産の部 
合計 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

◎ 『資金収支計算書（資/収）』との関係に留意してください。 

 

・｢本年度末・(長期＋短期)借入金｣ 

＝(Ｂ/Ｓ)｢前年度末・(長期＋短期)借入金｣ 

＋(資/収)｢(長期＋短期)借入金収入｣ 

－(資/収)｢借入金返済支出」 

 

・｢本年度末・手形債務｣ 

＝(Ｂ/Ｓ)｢前年度末・手形債務｣ 

－(資/収)｢手形債務支払支出｣ 

＋(資/収)｢期末手形債務｣ 

 

・｢本年度末・未払金｣ 

＝(Ｂ/Ｓ)｢前年度末・未払金｣ 

－(資/収)｢前期末未払金支払支出｣ 

＋(資/収)｢期末未払金」 

 

・｢本年度末・学校債｣ 

＝(Ｂ/Ｓ)｢前年度末・学校債｣ 

＋(資/収)｢学校債収入｣ 

－(資/収)｢学校債返済支出｣ 

 

・｢本年度末・前受金｣ 

＝(Ｂ/Ｓ)｢前年度末・前受金｣ 

＋(資/収)｢前受金収入｣ 

－(資/収)｢前期末前受金｣ 

 

・｢本年度末・預り金｣ 

＝(Ｂ/Ｓ)｢前年度末・預り金｣ 

＋(資/収)｢預り金受入収入｣ 

－(資/収)｢預り金支払支出｣ 

 

・｢本年度末・翌年度繰越収支差額｣ 

＝(事/収)｢翌年度繰越収支差額｣ 

 

・｢前年度末・翌年度繰越収支差額｣ 

＝(事/収)｢前年度繰越収支差額｣ 

 

・翌年度繰越収支差額がマイナスの場合は、△の印を付して 

ください｡ 

 

・｢資産の部合計｣と－致します｡ 

 

 



 

 
 参考とする会計処理基準（日本公認会計士協会学校法人委員会報告等） (注)参照ページを示していないものは掲載していない。 

 ※① 授業料等の減免に関する会計処理及び監査上の取扱いについて(昭58.3.28 学校法人委員会報告第30号 日本公認会計士協会)→P141 

 ※② 子ども子育て支援制度における学校法人立の幼稚園、認定こども園に係る会計処理（平27.3.10内閣府説明資料12） 

※③  寄付金収入に関する実務指針（平15.2.18 改正平27.10.7 学校法人委員会実務指針第39号 日本公認会計士協会）→P141参照 

※④  寄付金収入・補助金収入に関する留意事項(平27.10.7 学校法人委員会研究報告第31号 日本公認会計士協会) 

※⑤ 高等教育の修学支援新制度説明会におけるお問合せと回答について（追加連絡）（令元.11.25文部科学省 高等教育局事務連絡） 
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○ 事業活動収支計算書 

 

◎ 様式について 

 ･大科目は追加・省略できません｡ 

 ･大科目と小科目の間に適当な中科目を設けることがで 

  きます｡ 

 ･小科目は追加または細分することができます｡ 

 

･前年度の科目の名称または内容を変更した場合は､脚 

注(計算書の末尾に注記事項として記載)をします｡ 
 

･大科目ごとに合計額を記入します｡ 

･「差異」欄は、「予算額－決算額」を記載します。 

従って、「差異」＝予算残高＝未使用額（または超過

額･･･△印で表示)です｡ 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(科目設定例)           
事 業 活 動 収 支 

第二号様式                       年  
   年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教

育

活

動

収

支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事

業

活

動

収

入

の

部 

科 目 予 算 決 算 差 異 

学生生徒等納付金    

授業(保育)料    

  入学金    

  実験実習料    

  施設設備資金    

  教材料    

  冷暖房費    

[基本保育料]    

 [特定保育料]     

施設等利用給付費    

補足給付費    

 手数料    

  入学(園)検定料    

 [入園受入準備費]     

  試験料    

  証明手数料    

 寄付金    

  特別寄付金    

  一般寄付金    

  現物寄付    

 経常費等補助金    

  国庫補助金    

  県補助金    

  市町村補助金    

 [施設型給付費]     

 付随事業収入    

  補助活動収入    

  附属事業収入    

  受託事業収入    

   施設等利用給付費    

  保育所収入    

 雑収入    

  施設設備利用料    

  退職基金財団給付金    

  廃品売却収入    

  その他の雑収入    

 教育活動収入計    

 

 

事

業

活

動

支

出

の

部 

科  目 予 算 決 算 差 異 

 人件費    

  教員人件費    

  職員人件費    

  役員報酬    

  退職給与引当金繰入額    

  退職金    

  賞与引当金繰入額    

 経費    

  消耗品費    

  光熱水費    

  旅費交通費    

  奨学費    

  修繕費    

 

※① 

◎ 純額表示もできます｡  →P44 参照 

※④ 

※② 

・『人件費支出内訳表』の           
 
 

｢総額｣欄と一致します｡ 

 

「教員人件費支出」 
「職員人件費支出」 
「役員報酬支出」 

※⑥ 

額

－残

存価

額）

÷ 耐

用年

数 

③ 

※⑦ 

額

－残

存価

額）

÷ 耐

用年

数 

③ 

※③ 

※⑤ 

額

－残

存価

額）

÷ 耐

用年

数 

③ 

◎ 私立幼稚園の幼児教育無償化に伴う施設等利用費等

に係る会計処理について →P82 参照 ※⑪ 

 

◎ 施設設備以外の現物資産等受贈額を計上してくだ

さい。 

※⑧ 

額

－残

存価

額）

÷ 耐

用年

数 

③ 

※② 

※② 

※② 

※⑪ 

※⑪ 

※⑪ 

※④ 



 
※⑥  補助活動事業に関する会計処理及び表示並びに監査上の取扱いについて(昭51.3.9 改正平26.9.30 学校法人委員会実務指針第

22号 日本公認会計士協会)→ P139参照 

※⑦  退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(平23.2.17 22高私参第11号 文部科学省高等教育局私学部参事官通 

知)→P137参照 

       「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について（通知）」に関する実務指針（平23.5.17 最終改正平26.12.2 学校

法人委員会実務指針第44号 日本公認会計士協会） 

※⑧ 会計監査人非設置知事所轄学校法人の特例（→P３参照）｡(なお、「教育研究経費支出」と「管理経費支出」に区分する場合は、

昭46.11.27雑管第118号文部省管理局長通知) →P132参照 

※⑨ 学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い (昭56.1.14 改正平13.5.14 学校法人委員会報告第28号 日本公認会計士協会)  
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年  度 

計 算 書 
月  日から    

 月 日まで             （単位 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・毎年度の「減価償却額」 

＝（取得価額－残存価額）÷ 耐用年数 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教育活動収支差額＋教育活動外収支差額 

 

 

 

 

 

 

 

 

教

育

活

動

収

支 

 

 

 

 

 

 

事

業

活

動

支

出

の

部 

  減価償却額    

  厚生費    

通信費    

印刷製本費    

  報酬費    

  諸会費    

  車両燃料費    

  委託費    

賃借料    

  損害保険料    

  公租公課    

  広報費    

  保健衛生費    

  給食費    

  用品代    

  行事費    

  雑費    

  補助金返還額支出    

 徴収不能額等    

  徴収不能引当金繰入額    

  徴収不能額    

教育活動支出計    

   教育活動収支差額    

 
 
 
 
教

育

活

動

外

収

支 

 
事

業

活

動

収

入

の

部 

科  目 予 算 決 算 差 異 

受取利息・配当金    

第３号基本金引当特定 

資産運用収入 

   

  その他の受取利息・ 

配当金 

   

その他の教育活動外収入    

収益事業収入    

 教育活動外収入計    

事

業

活

動

支

出

の

部 

科  目 予 算 決 算 差 異 

借入金等利息    

借入金利息    

学校債利息    

 その他の教育活動外支出    

 教育活動外支出計    

            教育活動外収支差額    

経常収支差額    

注：［ ］付きの収入科目は、子ども・子育て支援制度

に移行した幼稚園が使用するものです。 

※⑨ 

額

－残

存価

額）÷ 

耐用

年数 

③ 



 

※⑩ ｢基本金の設定の対象となる資産及び基本金の組入れについて(報告)｣について(昭 49.２.14 文管振第 62号文部省管理局長 

通知) →P70 参照 
   基本金に係る実務上の取扱いに関するＱ＆Ａ(昭 52.5.9 最終改正平 26.12.2 学校法人委員会研究報告第 15号 日本公認会計士協会) 
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○ 事業活動収支計算書（つづき） 

 

 
◎ 「資金収支計算書」の「資産売却収入」との関係に
留意してください｡ 

･(資/収)「資産売却収入」－当該資産の帳簿残高 

=「資産売却差額」 

 

◎ 施設設備の受贈額を計上します。 
  また､「固定資産明細書」の「摘要」欄に記載します｡ 

 

◎ 『資金収支計算書』の｢資産売却収入｣との関係に  

留意してください｡    

・当該資産の帳簿残高 －（資/収）｢資産売却収入」 

＝「資産処分差額」 

 

 

◎ 予備費について(予算に予備費を設けた場合のみ) 

・「予算」欄     

( )内には、予備費の使用額を記載します｡ 

  ( )外には、未使用額を記載します｡   

・「差異」欄     

未使用額を記載します｡    

・予備費の使用額は、該当科目に振り替えて記載し、 

その振替科目及びその金額を注記します｡  

〈  記載例  〉    

予備費予算額 200万円    

予備費使用額 180万円   

（教員人件費の増額に充当、教員人件費支出の当初予算額4,000万円） 

 

 

 

 

 

 

(注) 予備費使用額内訳 教員人件費支出に180万円  

 
 
 
 
「事業活動収入計」には「教育活動収入計」、「教育活 

動外収入計」及び「特別収入計」を合計した金額を、「事 
業活動支出計」には「教育活動支出計」、「教育活動外支 
出計」及び「特別支出計」を合計した金額を表示します。 
なお、予算欄については、「予備費」の未使用額を含めます。 
 
 
 
 
 
 

第二号様式 

 

       

      （単位 円） 

特

別

収

支 

 

事

業

活

動

収

入

の

部 

 

科  目 予 算 決 算 差 異 

資産売却差額    

施設売却差額    

  設備売却差額    

  有価証券売却差額    

  車両売却差額    

  その他の資産売却差額    

 その他の特別収入    

  施設設備寄付金    

  現物寄付    

  施設設備補助金    

  過年度修正額    

 特別収入計    

 

 

事

業

活

動

支

出

の

部 

 資産処分差額     

  施設処分差額    

  設備処分差額    

  有価証券処分差額    

  車両処分差額     

  有価証券評価差額    

  その他の資産処分差額     

 その他の特別支出    

  災害損失    

  過年度修正額    

 特別支出計    

    特別収支差額    

〔予備費〕 
(           ) 

  

 基本金組入前当年度収支差額  Ⓒ    

 基本金組入額合計             Ⓓ △ △  

 当年度収支差額               Ⓔ    

 前年度繰越収支差額           Ⓕ    

 基本金取崩額         Ⓖ    

 翌年度繰越収支差額           Ⓗ    

（参考） 

 

Ⓒ＝Ⓐ－Ⓑ 

 

Ⓔ＝Ⓒ－Ⓓ 

Ⓗ＝Ⓔ＋Ⓕ＋Ⓖ 

Ⓗは「貸借対照表」の同一科目の 

「本年度末」欄と一致します。 

 

 

 

科   目 予 算 決 算 差 異 

人件費支出 

教員人件費支出 

 

4,180 

 

4,180 

 

O 

〔 予 備 費 〕 (180) 
20 

－ 20 

事業活動収入計        Ⓐ    

事業活動支出計        Ⓑ    

 

※⑩ 

※③※④ 

※③※④ 



＜参考＞計算書類関連表

科目 事業 資金 収入の部 資金 事業
学生生徒等納付金 1 1 学生生徒等納付金収入 1 1
　　授業(保育)料 2 2 　　授業(保育)料収入 2 2
　　入学金 3 3 　　入学金収入 3 3
　　実験実習料 4 4 　　実験実習料収入 4 4
　　施設設備資金 5 5 　　施設設備資金収入 5 5
　　施設等利用給付費 6 6 　　施設等利用給付費収入 6 6
　　補足給付費 7 7 　　補足給付費収入 7 7
　　(何) 8 8 　　(何) 8 8
手数料 9 9 手数料収入 9 9
　　入学(園)検定料 10 10 　　入学(園)検定料収入 10 10
　　試験料 11 11 　　試験料収入 11 11
　　証明手数料 12 12 　　証明手数料収入 12 12
　　(何) 13 13 　　(何) 13 13
寄付金 14 14 寄付金収入 14 14
　　特別寄付金 15 15 　　特別寄付金収入 15 15･80
　　一般寄付金 16 16 　　一般寄付金収入 16 16
　　現物寄付 17 補助金収入 17
経常費等補助金 18 　　国庫補助金収入 18 19･82
　　国庫補助金 19 18 　　県補助金収入 19 20･82
　　県補助金 20 19 　　市町村補助金収入 20 21･82
　　市町村補助金 21 20 　　施設型給付費収入 21 22
　　施設型給付費 22 21 　　(何) 23 24･82
　　(何) 24 23 資産売却収入 24
付随事業収入 25 29 　　施設売却収入 25
　　補助活動収入 26 30 　　設備売却収入 26
　　附属事業収入 27 31 　　有価証券売却収入 27
　　受託事業収入 28 32 　　(何) 28
　　施設等利用給付費 29 34 付随事業・収益事業収入 29 25
　　(何) 30 35 　　補助活動収入 30 26
雑収入 31 39 　　附属事業収入 31 27
　　施設設備利用料 32 40 　　受託事業収入 32 28
　　廃品売却収入 33 41 　　収益事業収入 33 66
　　(何) 34 43 　　施設等利用給付費収入 34 29
教育活動収入計 35 　　(何) 35 30

科目 事業 資金 受取利息・配当金収入 36 62
人件費 36 　　第3号基本金引当特定資産運用収入 37 63
　　教員人件費 37 69 　　その他の受取利息・配当金収入 38 64
　　職員人件費 38 70 雑収入 39
　　役員報酬 39 71 　　施設設備利用料収入 40 32
　　退職給付引当金繰入額 40 　　廃品売却収入 41 33
　　退職金 41 72 　　(何)①過年度修正収入 42 83
　　賞与引当金繰入額 42 　　(何)①以外 43 34
　　(何) 43 73 借入金等収入 44
教育研究経費 44 74 　　長期借入金収入 45
　　消耗品費 45 75 　　短期借入金収入 46
　　光熱水費 46 76 　　学校債収入 47
　　旅費交通費 47 77 前受金収入 48
　　奨学費 48 78 　　授業（保育）料前受金収入 49
　　減価償却額 49 　　入学金前受金収入 50
　　(何) 50 79 　　実験実習料前受金収入 51
管理経費 51 80 　　施設設備資金前受金収入 52
　　消耗品費 52 81 　　(何) 53
　　光熱水費 53 82 その他の収入 54
　　旅費交通費 54 83 　　第2号基本金引当特定資産取崩収入 55
　　減価償却額 55 　　第3号基本金引当特定資産取崩収入 56
　　(何) 56 86 　　(何)引当特定資産取崩収入 57
徴収不能額等 57 　　前期末未収入金収入 58
　　徴収不能引当金繰入額 58 　　貸付金回収収入 59
　　徴収不能額 59 　　預り金受入収入 60
教育活動支出計 60 　　(何) 61

教育活動収支差額 61 資産収入調整勘定 62
科目 事業 資金 　　期末未収入金 63

受取利息・配当金 62 36 　　前期末前受金 64
　　第3号基本金引当特定資産運用収入 63 37 　　(何) 65
　　その他の受取利息・配当金 64 38 前年度繰越支払資金 66
その他の教育活動外収入 65 収入の部合計 67
　　収益事業収入 66 33 支出の部 資金 事業
　　(何) 67 人件費支出 68
教育活動外収入計 68 　　教員人件費支出 69 37

科目 事業 資金 　　職員人件費支出 70 38
借入金等利息 69 87 　　役員報酬支出 71 39
　　借入金利息 70 88 　　退職金支出 72 41
　　学校債利息 71 89 　　(何) 73 43
その他の教育活動外支出 72 教育研究経費支出 74 44
　　(何) 73 　　消耗品費支出 75 45
教育活動外支出計 74 　　光熱水費支出 76 46

教育活動外収支差額 75 　　旅費交通費支出 77 47
経常収支差額 76 　　奨学費支出 78 48

科目 事業 資金 　　(何) 79 50
資産売却差額 77 管理経費支出 80 51
　　(何) 78 　　消耗品費支出 81 52
その他の特別収入 79 　　光熱水費支出 82 53
　　施設設備寄付金 80 15 　　旅費交通費支出 83 54
　　現物寄付 81 　　(何)①デリバティブ解約損支出 84 93
　　施設設備補助金 82 18～20 　　(何)②過年度修正支出 85 91
　　過年度修正額 83 42 　　(何)①②以外 86 56
　　(何) 84 借入金等利息支出 87 69
特別収入計 85 　　借入金利息支出 88 70

科目 事業 資金 　　学校債利息支出 89 71
資産処分差額 86 借入金等返済支出 90
　　(何)①有姿除却等損失 87 　　借入金返済支出 91
　　(何)①以外 88 　　学校債返済支出 92
その他の特別支出 89 施設関係支出 93
　　災害損失 90 　　土地支出 94
　　過年度修正額 91 85 　　建物支出 95
　　(何)①デリバティブ解約損 92 84 　　建築物支出 96
　　(何)①以外 93 　　建設仮勘定支出 97
特別支出計 94 　　(何) 98

特別収支差額 95 設備関係支出 99
基本金組入前当年度収支差額 96 　　教育研究用機器備品支出 100
基本金組入額合計 97 　　管理用機器備品支出 101
当年度収支差額 98 　　図書支出 102
前年度繰越収支差額 99 　　車両支出 103
基本金取崩額 100 　　ソフトウェア支出 104
翌年度繰越収支差額 101 　　(何) 105
(参考) 資産運用支出 106
事業活動収入計 102 　　有価証券購入支出 107
事業活動支出計 103 　　第2号基本金引当特定資産繰入支出 108

　　第3号基本金引当特定資産繰入支出 109
※ は事業活動収支計算書のみの科目 　　(何)引当特定資産繰入支出 110

　　収益事業元入金支出 111
　　(何) 112
その他の支出 113
　　貸付金支払支出 114
　　手形債務支払支出 115
　　前期末未払金支払支出 116
　　預り金支払支出 117
　　前払金支払支出 118
　　(何) 119
資金支出調整勘定 120
　　期末未払金 121
　　前期末前払金 122
　　(何) 123
翌年度繰越支払資金 124
支出の部合計 125

資金収支計算書事業活動収支計算書

事
業
活
動
収
入
の
部

事
業
活
動
支
出
の
部

事
業
活
動
収
入
の
部

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

事
業
活
動
支
出
の
部

教
育
活
動
外
収
支

特
別
収
支

事
業
活
動
支
出
の
部
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 参考とする会計処理基準（日本公認会計士協会学校法人委員会報告等） (注)参照ページを示していないものは掲載していない。 

※① 授業料等の減免に関する会計処理及び監査上の取扱いについて(昭58.3.28 学校法人委員会報告第30号 日本公認会計士協会)→P141 

 ※② 子ども子育て支援制度における学校法人立の幼稚園、認定こども園に係る会計処理（平27.3.10内閣府説明資料12） 

※③  寄付金収入に関する実務指針（平15.2.18 改正平27.10.7 学校法人委員会実務指針第39号 日本公認会計士協会）→P141参照 

※④  寄付金収入・補助金収入に関する留意事項(平27.10.7 学校法人委員会研究報告第31号 日本公認会計士協会) 

※⑤ 高等教育の修学支援新制度説明会におけるお問合せと回答について（追加連絡）（令元.11.25文部科学省 高等教育局事務連絡） 
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○ 資金収支計算書 

 

 

◎ 様式について 

 ・大科目は追加・省略できません｡ 

 ・大科目と小科目の間に適当な中科目を設けることがで

きます｡ 

 ・小科目は追加または細分することができます｡ 

 

・前年度の科目の名称または内容を変更した場合は､脚注

(計算書の末尾に注記事項として記載)をします｡ 

 

・大科目ごとに合計額を記入します｡ 

・｢差異｣欄は､｢予算額－決算額｣を記載します。 

従って、 ｢予算残高｣＝未使用額(不足額があるときは、

△印をつける)です｡ 

 

 

 

 

 

◎ 『事業活動収支計算書』の次の科目との関係に留意し

てください｡ 

･(事/収)「資産売却差額」 

＝「資産売却収入」－当該資産の帳簿残高が(＋) 

 ･(事/収)「資産処分差額」 

＝「資産売却収入」－当該資産の帳簿残高が(－) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(科目設定例) 
 第三号様式 

資 金 収 支 
      年 

      年 

 収入の部 

科      目 予 算 決 算 差 異 

学生生徒等納付金収入    

授業(保育)料収入    
入学金収入    
実験実習料収入    
施設設備資金収入    
教材料収入    
冷暖房費収入    
[基本保育料収入]    
[特定保育料収入]    
施設等利用給付費収入    
補足給付費収入    

手数料収入    
入学(園)検定料収入    
[入園受入準備費収入]    
試験料収入    
証明手数料収入    

寄付金収入    
特別寄付金収入    
一般寄付金収入    

補助金収入    
国庫補助金収入    
県補助金収入    
市町村補助金収入    

[施設型給付費収入]    
資産売却収入    
施設売却収入    
設備売却収入    
有価証券売却収入    
車両売却収入    

その他の固定資産売却収入    
付随事業・収益事業 
収入 

   

補助活動収入    
附属事業収入    
受託事業収入    
収益事業収入    
施設等利用給付費収入 

 
   

保育所収入    
受取利息・配当金収入    
第３号基本金引当 

特定資産運用収入 
   

その他の受取利 

息・配当金収入 
   

 

※① 

◎ 純額表示もできます。 →P44 参照 

※② 

※③ 

注：[ ]付きの収入科目は、子ども・子育て支援制度に 

移行した幼稚園が使用するものです。 

◎ 私立幼稚園の幼児教育無償化に伴う施設等利用費等

に係る会計処理について →P82 参照 ※⑧ 

 

※② 

※② 

※② 

※④ 

※④ ※⑤ 

※⑥ 

※⑧ 

※⑧ 

※⑧ 



 
※④  寄付金収入・補助金収入に関する留意事項(平27.10.7 学校法人委員会研究報告第31号 日本公認会計士協会)  

※⑤ 高等教育の修学支援新制度説明会におけるお問合せと回答について（追加連絡）（令元.11.25文部科学省 高等教育局事務連絡） 

※⑥  補助活動事業に関する会計処理及び表示並びに監査上の取扱いについて(昭51.3.9 改正平26.9.30 学校法人委員会実務指針第

22号 日本公認会計士協会)→ P139参照 
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     年 度 

計 算 書 
 月   日から 
 月   日まで        (単位  円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 『貸借対照表(Ｂ/Ｓ)』 との関係に留意してください。 

 ・「前受金収入」＝(資/収)「前期末前受金」 

＋(Ｂ/Ｓ)「本年度末・前受金」 

－(Ｂ/Ｓ)「前年度末・前受金」 

 ・「前期末未収入金収入」＝(資/収)「期末未収入金」 

              －(事/収)「未収入金の徴収不能額」 

              －(Ｂ/Ｓ)「本年度末・未収入金」 

              ＋(Ｂ/Ｓ)「前年度末・未収入金」 

 ・「貸付金回収収入」＝(資/収)「貸付金支払支出」 

         －(事/収)「本年度末・(長期＋短期)貸付金」 

＋(Ｂ/Ｓ)「前年度末・(長期＋短期)貸付金」 

 ・「預り金受入収入」＝(Ｂ/Ｓ)「本年度末・預り金」 

－(Ｂ/Ｓ)「前年度末・預り金」 

 ・「立替金回収収入」＝(Ｂ/Ｓ)「前年度末・立替金」 

－(Ｂ/Ｓ)「本年度末・立替金」 

 ・「仮受金受入収入」＝(Ｂ/Ｓ)「本年度末・仮受金」 

－(Ｂ/Ｓ)「前年度末・仮受金」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科       目 予 算 決 算 差 異 

雑収入    

施設設備利用料収入    

退職基金財団給付 
金収入 

   

廃品売却収入    

その他の雑収入    

過年度修正収入    

借入金等収入    

長期借入金収入    

短期借入金収入    

 学校債収入    

前受金収入    

授業(保育)料前受金収入    

入学金前受金収入    

実験実習料前受金
収入 

   

施設設備資金前受
金収入 

   

その他の前受金収
入 

   

その他の収入    

第２号基本金引当
特定資産取崩収入 

 
  

第３号基本金引当 

特定資産取崩収入 
   

(何)引当特定資産
取崩収入 

   

前期末未収入金 

収入 
   

貸付金回収収入    

預り金受入収入    

立替金回収収入    

仮受金受入収入    

預託金回収収入    

保険積立金 

回収収入 
   

敷金回収収入    

資金収入調整勘定 △ △  

期末未収入金 △ △  

前期末前受金 △ △  

前年度繰越支払資金    

収入の部合計 
  

 
 

◎ 純額表示もできます。 →P44 参照 

◎ 本来は、当該年度の支払資金の収入であるもののうち 

現実の収入が、前年度以前にあったもの(「前期末前受金」)

及び翌年度以降に行われるもの(「期末未収入金」)につい

て、マイナス印(△)を付して控除します。 

 

◎ 『貸借対照表』の「前年度末・現金預金」欄と一致しま

す。 

 

◎  (資/収) 「支出の部合計」欄と一致します。 

 

◎ 他の科目との関係に留意してください。 

 ・「長期借入金収入」＋「短期借入金収入」 

  ＝（資/収）借入金返済支出 

   ＋（Ｂ/Ｓ）「本年度末」（長期＋短期）借入金 

   －（Ｂ/Ｓ）「前年度末」（長期＋短期）借入金 



 

 

 

 参考とする会計処理基準   

 
※①  会計監査人非設置知事所轄学校法人の特例（→P３参照）。（なお、「教育研究経費支出」と「管理経費支出」に区分する場合は、 

昭46.11.27雑管第118号文部省管理局長通知 →P132参照） 

※②  会計監査人非設置知事所轄学校法人の特例により、「機器備品支出」に科目統合することもできます。（→P３参照） 

※③  「図書の会計処理について（報告）」（昭47.11.14 雑管第115号文部省管理局長通知）→P45参照 
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・『人件費支出内訳表』の 

                    

               

「総額」欄と一致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎ 他の科目との関係に留意してください。 

･「借入金等返済支出」 

＝(資/収)「(長期+短期)借入金収入」 

－(Ｂ/Ｓ)「本年度末・(長期+短期)借入金」 

＋(Ｂ/Ｓ)「前年度末(長期+短期)借入金」 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

     (資金収支計算書・科目設定例) 

支出の部 

科      目 予 算 決 算 差 異 

人件費支出    
教員人件費支出    
職員人件費支出    
役員報酬支出    
退職金支出    

経費支出    
消耗品費支出    
光熱水費支出    
旅費交通費支出    
奨学費支出    
修繕費支出    
厚生費支出    
通信費支出    
印刷製本費支出    
報酬費支出    
諸会費支出    
車両燃料費支出    
委託費支出    
賃借料支出    
損害保険料支出    
公租公課支出    
広報費支出    
保健衛生費支出    
給食費支出    
用品代支出    
行事費支出    

 雑費支出    

 補助金返還額支出    

 過年度修正支出    
借入金等利息支出    
借入金利息支出    
学校債利息支出    

借入金等返済支出    
借入金返済支出    
学校債返済支出    

施設関係支出    
土地支出    
建物支出    
構築物支出    
建設仮勘定支出    
施設利用権支出    
借地権支出    

設備関係支出    
教育研究用機器備品支出    
管理用機器備品支出    
図書支出    
車両支出    
ソフトウエア支出    

 

※① 

◎ 『固定資産明細書』との関連に留意してください。 

 

「教員人件費支出」 

「職員人件費支出」 

「役員報酬支出」 

「退職金支出」 

※② 

※③ 
※② 
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（単位 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 予備費について (予算に予備費を設けた場合 

のみ) 
・「予算」欄 
 (  )内には、予備費の使用額を記載します。 
 (  )外には、未使用額を記載します。 
・「差異」欄 
未使用額を記載します。 

・予備費の使用額は、該当科目に振り替えて
記載し、その振替科目及びその金額を注記
します。 

          < 記 載 例 > 
予備費予算額 200万円 

予備費使用額 180万円 
(教員人件費の増額に充当。教員人件費支出の当初予算額 
 4,000万円)   

科   目 予 算 決 算 差 異 

人件費支出 

教員人件費支出 

 
4,180 

 
4,180 

 
0 

〔予備費〕 
(180)  
20 － 20 

 

（注）予備費使用額内訳 教員人件費支出に180万円 

 

◎ 「固定資産明細書」との関連に留意してください。 

 

◎ 「貸借対照表(Ｂ/Ｓ)」との関係に留意してください。 

・「前期末未払金支払支出」＝(資/収)「期末未払金」 

－(Ｂ/Ｓ)「本年度末・未払金」 

＋(Ｂ/Ｓ)「前年度末・未払金」 

・「貸付金支払支出」＝(資/収)「貸付金回収収入」 

＋(事/収)「貸付金の徴収不能額」 

＋(Ｂ/Ｓ)「本年度末・(長期＋短期)貸付金」 

－(Ｂ/Ｓ)「前年度末・(長期＋短期)貸付金」 

・「預り金支払支出」＝(Ｂ/Ｓ)「前年度末・預り金」 

－ (Ｂ/Ｓ)「本年度末・預り金」 

・「前払金支払支出」＝(Ｂ/Ｓ)「本年度末・前払金」 

－ (Ｂ/Ｓ)「前年度末・前払金」 

・「立替金支払支出」＝(Ｂ/Ｓ)「本年度末・立替金」 

－ (Ｂ/Ｓ)「前年度末・立替金」 

・「仮払金支払支出」＝(Ｂ/Ｓ)「本年度末・仮払金」 

－ (Ｂ/Ｓ)「前年度末・仮払金」 

・「預託金支払支出」＝(Ｂ/Ｓ)「本年度末・預託金」 

－ (Ｂ/Ｓ)「前年度末・預託金」 

 

 

◎ 純額表示もできます。→P44参照 

     

 

 

◎ 本来は、当該年度の支払資金の支出であるもののうち、 

現実の支出が前年度以前にあったもの(「前期末前払金」) 

及び翌年度以降に行われるもの(「期末未払金」)について

マイナス印(△)を付して控除します。 

     

◎ 「貸借対照表」の「本年度末・現金預金」と一致します。 

 

◎ (資/収)「収入の部合計」欄と一致します。 

      

      

 

  

     

   

 

 

 

科       目 予 算 決 算 差 異 

資産運用支出    

有価証券購入支出    

第２号基本金引当 
特定資産繰入支出 

   

第３号基本金引当 
特定資産繰入支出 

 
  

退職給与引当特定
資産繰入支出    

減価償却引当特定
資産繰入支出    

(何)引当特定資産
繰入支出 

   

収益事業元入金支
出    

保険積立金支払支
出 

   

その他の支出    

前期末未払金支払
支出    

貸付金支払支出    

手形債務支払支出    

預り金支払支出    

前払金支払支出    

立替金支払支出    

仮払金支払支出    

 預託金支出    

 敷金支払支出    

〔予備費〕 (      )   

資金支出調整勘定 △ △  

期末未払金 △ △  

前期末前払金 △ △  

翌年度繰越支払資金    

支出の部合計  
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○ 注記事項  ※令7.3.27 6高私参第27号【別添２】注記事項記載例（P116～P120）も参照してください。 

 

 注記事項記載例 ※該当がない場合も、その旨を記載してください。 

 

１．引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針 

  引当金の計上基準 

   徴収不能引当金 

    …未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能額を計上している。 

   賞与引当金 

    …教職員に対する賞与の支給に備えるため、当年度に負担すべき支給見込額を計上している。 

   退職給与引当金 

    …期末要支給額×××円は、退職金財団からの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。 

 

２．重要な会計方針の変更等 

  なし 

 

３．固定資産の減価償却額の累計額の合計額 ×××円 

 

４．金銭債権の徴収不能引当金の合計額 ×××円 

 

５．担保に供されている資産の種類及び額 

  担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。 

   土  地        ×××円 

   建  物        ×××円 

   定期預金        ×××円 

 

６．翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額  ×××円 

 

７．当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策 

  第４号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。 

（有していない場合）学校法人会計基準第49条の規定により、第４号基本金の組入れはない。 

 

８．セグメント情報 

  設定すべきセグメントが、セグメント「その他」以外に一のみであるため、省略している。 

 

９．重要な偶発債務  なし 

 

10．子法人に関する事項  なし 

 

11．学校法人の出資による会社に係る事項  なし 

 

12．関連当事者との取引の内容に関する事項  なし 

 

13．学校法人間の財務取引  なし 

 

14．重要な後発事象  なし 

 

15．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項  なし 
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 ・「１．引当金の計上基準」には、引当金の有無ではなく、計上基準を記載してください。 

 

 

 ・「３．減価償却の累計額の合計額」は、『固定資産明細書』の「減価償却の累計額」合計と一致します。 

 

 

 ・「５．担保に供されている資産の種類及び額」には、対象資産の減価償却後の帳簿価格を記載してくださ

い。 

 

 

 

 ◎「８．セグメント情報」について 

  ・特定のセグメント（学校法人を構成する一定の単位）のものとして把握できる収入額及び支出額について 

   は、当該セグメントへ直接計上します。 

  ・セグメント情報については、各学校法人の業務内容等に応じて適切にセグメントを設定し表示してくださ 

い。ただし、以下のセグメントについては、全ての学校法人において共通に設定してください。 

① 大学 

② 短期大学 

③ 高等専門学校 

④ ①から③以外の学校、専修学校及び各種学校 

⑤ 病院 

⑥ その他（学校法人部門等） 

※設定すべきセグメントが、セグメント「その他」以外に一のみの学校法人については、その旨を注記 

 した上で、セグメント情報の表示を省略できます（記載例のとおり）。 

 

 

注記事項の記載について 

⇒「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成等について（通知）」（令 7.3.27 6 高私参第 27号） 

「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について（通知）」（平 25.9.2 25高私参第８号） 

「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について」（平 17.5.13 17 高私参第１号） 

  参照 →Ｐ111～P129 

 

≪参考：学校法人委員会研究報告第 16号「計算書類の注記事項の記載に関するＱ＆Ａ」 

 （平 17.6.13 最終改正平 26.12.2日本公認会計士協会）≫ 
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○ 固定資産明細書 

    

・計上すべき資産の該当がない小科目は、 

省略することができます。 

・この例以外にも、小科目を追加すること 

ができます。 

                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「期首残高」は、前年度財務計算書類『固定資産明細書』の 

「期末残高」を転記してください。 

   

◎ 取得価額によって計上します。 

現物寄付された資産については、寄付の時における 

当該資産の取得のために通常要する価額を計上します。   

(基準第７条) 

 

 

(科目設定例) 
第五号様式 

固 定 資 産 
 

                年 月 

年 月 

科    目 期首残高 当期増加額 当期減少額 
 

有

形

固

定

資

産 
 

土  地     

建  物     

構 築 物     

教 育 研 究 用 機 器 備 品     

管 理 用 機 器 備 品     

図  書     

車 両     

建 設 仮 勘 定     

計     

特

定

資

産 

第２号基本金引当特定資産     

第３号基本金引当特定資産     

( 何 ) 引 当 特 定 資 産     

計     

 

 

そ

の

他

の

固

定

資

産 

 

当 
 

借 地 権     

電 話 加 入 権     

預 託 金     

施 設 利 用 権     

ソ フ ト ウ エ ア     

出 資 金     

有 価 証 券     

収 益 事 業 元 入 金     

長 期 貸 付 金     

計     

合     計     

 

・会計監査人非設置知事所轄法人は、

これらの科目に代えて「機器備品」

として表示することもできます。→

P３参照 
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明 細 書 

 

日から 

日まで                  (単位 円) 

期末残高 
減価償却額の
累 計 額 

差引期末残高 摘  要 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

・「減価償却額の累計額」の合計額 

『貸借対照表』の注記「減価償却額の 

累計額の合計額」と一致します。 

 

◎ 「減価償却」 

時の経過により、その価額を減少する 

固定資産(減価償却資産)について、その 

資産として繰り越す価値を減少する手続 

 (基準第８条第１項)です。→P45参照 

 

◎ 減価償却の方法は、定額法によります。 

「毎年度の減価償却額」 

＝(取得価額－残存価額)÷耐用年数 

        

 

・「差引期末残高」 

＝「期末残高」－「減価償却額の累計額」 

・(Ｂ/Ｓ)の「固定資産」各科目の本年度末

の金額と一致します。 

    

   

◎ 贈与、災害による廃棄その他特殊な事 

由による増加若しくは減少があった場合 

又は同一科目について、資産総額の1/100 

に相当する金額を超える額の増加若しく 

は減少があった場合には、それぞれその 

事由を記載します。 

 

 

 

 

・「期末残高」＝「期首残高」＋「当期増加額」 

－「当期減少額」 

※いずれも取得価額(研究報告第 33号Ⅱ１(2)) 
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○ 借入金明細書 

 

 

 

 

 

 

 

 

(作成時の注意点) 

第六号様式 

借  入  金  明  細  書 

 

                           年  月  日から 

年  月  日まで 

借  入  先 期首残高 当期増加額 当期減少額 期 末 残 高 返済期限 
 

長 

期 

借 

入 

金 

公的金融機関       

市中金融機関       

その他  
 

    

計       

短 

期 

借 

入 

金 

公的金融機関       

市中金融機関       

その他       

小 計       
返済期限が１年以内の

長 期 借 入 金 
    

 
 

計       

合    計       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「期首残高」は、前年度の『借入金明細書』

の「期末残高」を転記します。 

・(Ｂ/Ｓ)「前年度末・長期借入金」と一致

します。   

・(資/収)「長期借入金収入」と一致

します。 

・「当期増加額－当期減少額」は、 

(Ｂ/Ｓ)「長期借入金・増減」と一致し

ます。 

・(Ｂ/Ｓ)「本年度末・長期借入

金」と一致します。 

◎ 分割返済期限が貸借対照表日後１年以内に到来

する長期借入金をいいます。（記載上の注意は P21

参照。） 

・(資/収)「短期借入金
収入」と一致しま
す。 

・(Ｂ/Ｓ)「本年度末・短
期借入金」と一致しま
す。 

・「当期増加額－当期減少額」は、 

(Ｂ/Ｓ)「短期借入金・増減」と一致
します。 

・(Ｂ/Ｓ)「前年度末・短期借入
金」と一致します。 
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 (単位 円) 

摘    要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 当期末において、新たに「返済期限が１年以内の 

長期借入金」となった金額 

「長期借入金」の「当期減少額」 

 

「短期借入金」の「返済期限が 

１年以内の長期借入金」の 

「当期増加額」 

 

◎ 長期借入金の期限前返済があった場合 

 

「長期借入金」の「当期減少額」 

 

◎ 「当期増加額」、「当期減少額」の「小計」、 

「計」、「合計」についても、上記と同様です。 

 

 ◎ 借入金の増減及び残高がない場合でも作成すること。 

 

 

 

 

第六号様式           借 入 金 明 細 書   (記載例) 
              

年 月 日から 
  年 月 日まで                (単位 円) 

借  入  先 期首残高 当期増加額 当期減少額 期 末 残 高 返済期限 摘 要 

長 

期 

借 

入 

金 
公的金融機関 10,OOO,OOO 1O0,OOO,000 ※30,OOO,OOO 80,OOO,OOO ○年○月○日 

園舎改築   
担保：土地 

市中金融機関 15,000,000 50,OOO,OOO 
10,OOO,OOO 

※15,000,000 40,OOO,OOO ○年○月～○年○月 同 上 

その他  O O O   

計 25,OOO,OOO 150,OOO,OOO 
10,OOO,OOO 

※45,OOO,OOO 120,OOO,OOO   

短 

期 

借 

入 

金 

公的金融機関       

市中金融機関  15,0OO,OOO O 15,0OO,OOO O   

その他       

小  計       

返済期限が１年以内の 
長期借入金 60,OOO,OOO ※45,OOO,OOO 60,OOO,OOO 45,OOO,OOO   

計 75,OOO,OOO ※45,OOO,OOO 75,OOO,OOO 45,OOO,OOO   

合    計 100,OOO,OOO 
150,OOO,OOO 
※45,OOO,OOO 

85,OOO,OOO 
※45,OOO,OOO 165,OOO,OOO   

・借入金の学校別使途及び担保物件の種類を記載します。
す。 

 

それぞれの金
額の頭に※印
を付してその

関連を明確に
する。 

※印金額と区
分して二段書
き表示する。 
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○ 基本金明細書 

 

 

 

 

◎ 基本金明細書は当期の組入・取崩がなくても添付し

てください｡ただし計上する金額のない事項について

は省略できます｡  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

   

   
 

 
基 本 金 明 細 書 の 記 載 例    

             ６高私参第27号 令７.３.27    
「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について」(別添３)基本金明細書の記載例    

（単位 円）    

事       項 要組入高 組 入 高 未組入高 摘 要 

第１号基本金  
前期繰越高 
第２号基本金から振替                
当期組入対象額  
１．土 地 
２．建 物  

 過年度未組入れに係る
当期組未入れ 

  ３．教育研究用機器備品 
         計 
 当期取崩対象額 
  １．建物 
  ２．教育研究用機器備品 
         計 
 当期組入額 
 当期末残高  

 
第２号基本金 

前期繰越高 
第1号基本金へ振替 
当期組入対象額 
  ○○講堂改築資金 
  ○○学部校舎改築資金 
        計 

 当期取崩対象額 
   △△整備計画廃止に伴う

取崩し 
        計 
 当期取崩額 
当期末残高 
 

第３号基本金 
前期繰越高 
当期組入高 
○○奨学基金 
      計 

 当期取崩対象額 
△△奨学基金廃止に伴う

取崩し 
       計 
当期組入対象額 
当期末残高 
 

第４号基本金 
前期繰越高 
当期組入対象額 
当期取崩対象額 
当期組入額 
当期末残高 
 

合  計 
 前期繰越高 
当期組入額 
当期取崩額 
当期末残高 
 

 
14,000,000,000 

800,000,000 
 

600,000,000 
400,000,000 

 
 

20,000,000 
1,020,000,000 

 
△250,000,000 
△10,000,000 
△260,000,000 

760,000,000 
15,560,000,000 

 
 

――― 
――― 

 
――― 
――― 
――― 

 
――― 

 
――― 
――― 
――― 

 
 

――― 
 

――― 
――― 

 
――― 

 
――― 
――― 
――― 

 
 

300,000,000 
9,000,000 

0 
9,000,000 

309,000,000 
 
 

――― 
――― 
――― 
――― 

 
11,500,000,000 

800,000,000 
 

350,000,000 
250,000,000 
30,000,000 

 
20,000,000 

650,000,000 
 

△250,000,000 
△10,000,000 
△260,000,000 
390,000,000 

12,690,000,000 
 
 

1,200,000,000 
△800,000,000 

 
120,000,000 
80,000,000 

200,000,000 
 

△300,000,000 
 

△300,000,000 
△100,000,000 
300,000,000 

 
 

100,000,000 
 

10,000,000 
10,000,000 

 
△5,000,000 

 
△5,000,000 
5,000,000 

105,000,000 
 
 

300,000,000 
9,000,000 

0 
9,000,000 

309,000,000 
 
 

13,100,000,000 
404,000,000 

△100,000,000 
13,404,000,000 

 
 
 

 
2,500,000,000 
 
 

250,000,000 
150,000,000 
△30,000,000 

 
 

370,000,000 
 
 
 

0 
370,000,000 

2,870,000,000 
 
 

――― 
――― 

 
――― 
――― 
――― 

 
――― 

 
――― 
――― 
――― 

 
 

――― 
 

――― 
――― 

 
――― 

 
――― 
――― 
――― 

 
 

0 
0 
0 
0 
0 
 
 

2,500,000,000 
 
 

2,870,000,000 

 

(作成時の注意点) 

第七号様式 

  基 本 金 

                    年 
                    年 

 

事     項 要組入高  

第１号基本金 
前期繰越高 
当期組入対象額  
（何）  
計  

当期取崩対象額  
（何） 
 計  
当期組入額（又は当期取崩額） 
当期末残高 

第２号基本金 
前期繰越高  
当期組入対象額  
（何） 
計  

当期取崩対象額  
（何） 
計  

当期組入額（又は当期取崩額） 
当期末残高  

第３号基本金  
前期繰越高 
当期組入対象額  
（何） 
計  

当期取崩対象額  
（何） 
計 

当期組入額（又は当期取崩額） 
当期末残高 

第４号基本金 
前期繰越高 
当期組入対象額 
当期取崩対象額 
当期組入額（又は当期取崩額） 
当期末残高 

 
合  計 
前期繰越高 
当期組入額 
当期取崩額 
当期末残高 

 
 
 
 
 

△ 
 
△ 
 
 
 

─ 
 

─ 
 
 

─ 
 

─ 
─ 

 
─ 
 
─ 

 
 
─ 

 
─ 

 
 

 
 
△ 
 
 
 
 

─ 
─ 
─ 
─ 

 

(注)１ この表に掲げる事項に計上すべき金額がない場合
には、当該事項を省略する様式によるものとする。 

２ 当期組入対象額及び当期取崩対象額については、組
入れ及び取崩しの原因となる事実ごとに記載する。た
だし、第１号基本金については、資産の種類により一
括して記載する。 

◎ 基本金については、用語解説「基本金の組入れ」 

(→P46)も参考にしてください。 

 

◎ 基本金の取崩しは､次のいずれかに該当する場合

に認められます。  

①諸活動の一部又は全部を廃止 

②経営の合理化 

③第２号基本金の組入計画縮小や廃止 

④その他やむを得ない場合（外的要因など） 

◎ 取崩しにあたっては、教育の質的水準の低下を招

かないよう十分に留意してください。 

・「当期末残高」 

＝｢前期繰越高｣＋｢当期組入額｣－｢当期取崩額｣ 
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明 細 書 

月  日から 
月  日まで  

                 (単位 円) 

組 入 高 未 組 入 高 摘    要 

 
 
 
 
 
△ 
 
△ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

△ 
 
△ 

 
 
 
 
 

 
 
△ 
 
△ 
 
 
 
 
△ 
 
 
 
 
 
 
△ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─ 
 

─ 
 

─ 
 

─ 
 

─ 
─ 

 
─ 

 
─ 

 
─ 
 
─ 

 
─ 
─ 

 

 

 ３ 要組入高の欄には、第１号基本金にあつては取得した
固定資産の価額に相当する金額を、第４号基本金にあつ
ては第 13 条第１項第４号の規定により文部科学大臣が
定めた額を記載する。 

４ 未組入高の欄には、要組入高から組入高を減じた額を
記載する。 

備考 
  第２号基本金及び第３号基本金については、この表の付
表として、基本金の組入れに係る計画集計表を次の様式に
従い作成し、添付するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２号基本金及び第３号基本金がある場合には、 

この表の付表として、様式第一、様式第二 

（→下記参照)を添付してください。  

 

○ 基本金明細書の付表（記載例） 

様式第一 

   第２号基本金の組入れに係る計画集計表 

                    （単位 円） 

番号 計画の名称 第２号基本金当期末残高 

１ ○○中学校校舎改築資金 300,000,000 

２ ○○高等学校校舎改築資金 500,000,000 

   

   

   

   

   

   
計 800,000,000 

 

様式第二 

第３号基本金の組入れに係る計画集計表 

                         

（単位 円） 

番

号 
基金の名称 

第３号基本金引当

特定 

資産運用収入 

第３号基本金当期末残

高 

１ ○○奨学基

金 

200,000 70,000,000 

２ △△奨学基

金 

300,000 102,030,000 

    

    

    

    

    

    

計 500,000 172,030,000 
 

・｢未組入高｣＝｢要組入高｣－｢組入高｣ 
 

◎ 基準第 13 条第３項の規定により、翌会計年度以
後の会計年度において基本金への組入れを行うこ
ととなる金額がある場合には、その金額を記載しま
す。 

 

・「前期繰越高」は、(Ｂ/Ｓ)「前年度末・基本金」と
一致します。 

 

・合計欄の「当期組入額」は、（事/収）「基本金組入
額合計」と一致します。 

・組入高の「当期末残高」は、(Ｂ/Ｓ)「本年度末・
基本金」と一致します。 

 
・未組入高の「当期末残高」は、(Ｂ/Ｓ)注記「翌会
計年度以後において基本金への組入れを行うこと
となる金額」と一致します｡ 
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○ 財産目録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第八号様式 

  財  産  

                    年 
 

科     目  

一 資産額  

（一）基本財産 

１ 土地 

 (1) 校地 

２ 建物 

 (1) 校舎 

３ 教育研究用機器備品 

４ 図書   

 

（二）運用財産 

１ 現金預金  

 (1) 現金  

 (2) 普通預金  

２ 積立金   

 (1) (何)引当特定資産 

３ 有価証券  

 (1) 利付国債   

  

（三）収益事業会計資産 

    

合    計    

二 負債額 

（一）固定負債 

１ 長期借入金 

２ 学校債   

３ 長期未払金 

４ 退職給与引当金    

（二）流動負債 

１ 短期借入金  

２ 未払金   

３ 前受金   

 

（三）収益事業会計負債  

 

合    計    

 

 

(注)１ 基本財産：学校法人の設置する私立学校に必要な施
設及び設備又はこれらに要する資金 

２ 運用財産：学校法人の設置する私立学校の経営に必
要な財産 

３ 収益事業会計資産：収益を目的とする事業に必要な
財産（収益事業会計の貸借対照表における「資産の部」
に計上する資産） 

◎ 財産目録の作成は必須ですが、所轄庁への提出に

ついては、会計監査人非設置知事所轄学校法人は不

要です。 

 

◎ 基本財産と運用財産の区分については、各学校法

人が、私立学校法第 17条第１項の規定及び寄附行為

等を踏まえ、決定してください。 

 

◎ ステークホルダーへの情報開示を主な目的とする

新基準の趣旨に鑑み、貸借対照表に記載する科目よ

り詳細な内容を記載することが望ましいことに留意

してください。 
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目  録 

月  日現在 
                 (単位 円) 

年   度   末 

 

 

円  

○○ ㎡   円  

円  

○○ ㎡   円  

○○ 点   円  

○○ 冊   円  

 

 

円  

円  

円  

円  

円  

円  

円  

 

 

 

円  

 

 

円  

円  

円  

円  

 

円  

円  

円  

 

 

 

円  

 

 ４ 固定負債：別表第一における大科目「固定負債」に計
上する負債 

 ５ 流動負債：別表第一における大科目「流動負債」に計
上する負債 

６ 収益事業会計負債：収益を目的とする事業に必要な負
債（収益事業会計の貸借対照表における「負債の部」に
計上する負債） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
財産目録の記載例 

             ６高私参第27号 令７.３.27 
「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について」(別添４)財産目録の記載例 

（単位 円） 

科        目 年   度   末 

一 資産額 
（一）基本財産 
１ 土地 
(1) 校地 
(2) 運動場 
(3) その他 

２ 建物 
(1) 校舎 
(2) 体育館 
(3) その他 

３ 教育研究用機器備品 
４ 図書 

 
（二）運用財産 
１ 現金預金 
(1) 現金 
(2) 普通預金 

２ 積立金 
(1) 第３号基本金引当特定資産 
① 定期預金 
② 有価証券 

３ 有価証券 
(1) 利付国債 
(2) 株式 

 
（三）収益事業会計資産 
１ 流動資産 
(1) 現金預金 
① 現金 
② 普通預金 

２ 固定資産 
(1) 土地 
(2) 建物 

 
合   計 
 
二 負債額 
（一）固定負債 
１ 長期借入金 
２ 長期未払金 
３ 退職給与引当金 
(1) 教員 
(2) 職員 

 
（二）流動負債 
１ 短期借入金 
２ 未払金 
３ 前受金 

 
（三）収益事業会計負債 
１ 流動負債 
(1)未払金 

 
合   計 
 

 
 
 

200,000 ㎡ 
80,000 ㎡ 

300 ㎡ 
 

100,000 ㎡ 
60,000 ㎡ 
5,000 ㎡ 

130,000 点 
170,000 冊 

 
 

3,501,000,000 
3,000,000,000 

500,000,000 
1,000,000 

4,403,000,000 
4,000,000,000 

400,000,000 
3,000,000 

1,000,000,000 
830,000,000 

 
 

191,000,000 
1,000,000 

190,000,000 
500,000,000 
500,000,000 
50,000,000 
450,000,000 
35,000,000 
30,000,000 
5,000,000 

 
 

6,500,000 
6,500,000 
500,000 

6,000,000 
127,000,000 
80,000,000 
47,000,000 

 
10,593,500,000 

 
 

100,000,000 
7,000,000 

280,000,000 
180,000,000 
100,000,000 

 
 

2,200,000 
1,800,000 
40,000,000 

 
 
 

300,000 
300,000 

 
431,300,000 

 

 

 

 

 

◎ 各科目の年度末の額については、貸借対照表と一致

させてください。 
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第４号基本金の組入額算出表の参考例 

 

                                  年度   

第４号基本金の組入額算出表 

(恒常的に保持すべき資金の額) 

                                    (単位 円) 

科    目 
決  算  額 

（前年度事業活動収支計算書より） 
控  除  額 算  出  額 

人  件  費  

退職給与引当金繰入額 

 

イ 

退 職 金 

ロ 

(イ＋ロ)  

教育研究経費  

減 価 償 却 額 

 
 

管 理 経 費  

減 価 償 却 額 

 
 

借入金等利息    

合    計   
Ａ 

 

計   算   額 

 

＝〔          〕 

100 万円未満は切捨 

Ｂ 

前 年 度 繰 越 額  

Ｃ 

 

当年度の保持すべき金額 第４号基本金 組入取崩額 

｢計算額Ｂ ＜ 前年度額Ｃ×80％｣の場合 →Ｂ 取崩額：Ｃ－Ｂ 

｢前年度額Ｃ×80％ ≦ 計算額Ｂ ＜ 前年度額Ｃ｣の場合 →Ｃ 組 入：取崩なし 

｢前年度額Ｃ ＜計算額Ｂ ≦前年度額×120％｣の場合 →Ｂ又はＣ 組入額：Ｂ－Ｃ 又は 組入取崩なし 

｢前年度額Ｃ×120％ ＜計算額Ｂ｣の場合 →Ｂ 組入額：Ｂ－Ｃ 

 

(注) 1. 「恒常的に保持すべき資金の額について(文科高第381号)」の２(特例)(→P123参照)により 

処理する場合です。 

2. この算出表は本県へ提出するものではありませんが、監査上必要と考えられるものです。 

Ａ

― 

12 

参考 
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II 計算書類記載科目の解説 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－28－ 

 

１ 
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○ 学校法人会計基準では、 計算書類に記載する科目及びその意義について定めています。  

   

貸借対照表の記載科目 基準 第21条 別表第一 (P 92 参照) 

事業活動収支計算書の記載科目 基準 第27条 別表第二 (P 93 参照) 

資金収支計算書の記載科目 基準 第36条 別表第三 (P 94 参照) 

     
 

 

○ この章では、記載科目について、幼稚園についての事項を中心に説明しました。 
 

（吹き出し） 

 

 

科  目 説   明 

 

○○○○ 

 

 

 

●●●● 

 

(基準の記載科目別表第一～三の 

補足及び追加について) 

 
当該科目について、 

誤りやすい処理例、 

他の科目との関係、 

特に留意すべき事項

など 
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○貸借対照表について 

 （資 産 の 部） 

科        目 
説           明 

大 科 目 中 科 目 小 科 目 

固定資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
有形固定 
資 産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定資産 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他の
固定資産 

 

 
 
 

土 地 
 

建 物 
 
 

構 築 物 
 
 

教育研究用 
機 器 備 品 

 
管 理 用 
機 器 備 品 

 
図 書 

 
 

車 両 
 
 

建設仮勘定 
 

 
○ ○ ○ 

 
 
 

第２号基本金
引当特定資産 
 
第３号基本金
引当特定資産 
 
退職給与引当
特 定 資 産 
 
減価償却引当
特 定 資 産 
 
(何)引当特定
資 産 
 
 
借 地 権 
 

 
電話加入権 

 
預 託 金 

 
施設利用権 

 
ソ フ ト 
ウ エ ア 

貸借対照表日後１年を超えて使用される資産
をいう。（耐用年数が１年未満になっているも
のでも使用中であればこちらに含める。） 
 
 
 
 
建物に附属する電気、給排水、暖房等の設備

を含む。 
 
プール、競技場、門塀、庭園等の土木設備又

は工作物で土地に固定されたものをいう。 
 
耐用年数が１年以上で、その価格が学校法人

において定めた一定額以上の物品及び少額重要
資産をいう。 
耐用年数が１年以上で、その価格が学校法人

において定めた一定額以上の物品をいう。 
 
出版物のうち、長期間にわたって使用、保存

するものをいう。 
 
乗用車、スクールバス、トラックなど学校法

人の所有する車両運搬具をいう。 
 
建設中又は製作中の有形固定資産をいい、工

事前払金、手付金等を含む。 
 
具体的な名称を用いる。 
 
使途が特定された預金等をいう。 
 
第２号基本金に係る預金等をいう。 
 
 
第３号基本金に係る預金等をいう。 
 
 
 

当該引当特定預金(資産)をいう。 
 
 

  
 
 
 
 
他人の所有する土地を長期間利用するための

賃借権をいう。地上権を含む。 
 
電話の設備に要する負担金額をいう。 
 
 
 
電気、ガス、水道等供給施設利用権、教職員

厚生施設の共有権等をいう。 
 
 

【少額重要資産】 
学校法人所有の机、椅
子、書架、ロッカー等。

教育研究上基本的に
重要なもので、その目
的遂行上、常時相当多

額（多量）に保有が必
要とされる資産をい
う。 

固定資産として管理
し、1 号基本金の対象
とする。 

→Ｐ70 参照 

 

【図書】 

支出は、図書室等で管理
可能なもので、かつ長期
間保存するものをいう。

→P45 参照 

  

図書と類似の役割を有す

るテープ・レコード、ビ
デオ、ＣＤ、ＤＶＤなど
の資料は利用の態様に従

い、図書に準じた処理を
行う。 

使用期間が短期間である

ことが予定される図書等
は、消耗品扱いとするこ
とができる。（取得金額

の多寡による判断ではな
い。） 

 

【設備（備品）関係】 
→P41 参照 

※会計監査人非設置
知事所轄法人は、「教
育研究用機器備品」と
「管理用機器備品」を
区分しないで「機器備
品」とすることができ
る。→P３参照 

 
【自動車リサイクル料金】 
車両購入時又は平17.1.1以降
の車検時に支払う使用済自動
車のリサイクル費用 
→資金収支計算書の「その他
の支出」の「預託金支出」と
して計上し、当該車両を売却
した場合、「その他の収入」の
「預託金回収収入」に計上す
る。 
１年以上保有する場合は、「そ
の他固定資産」で、１年未満
の場合は「流動資産」で管理
する。 
《参考：平 17.８.１ 経営実
務 
Q&A「月報私学」第 92 号３》 
 

【ソフトウエアに関す
る会計処理について】 
→P136参照 
 

このほか、敷
金、保証金、長期

の前払保険料な
ど、それぞれ小
科目を設定して

計上する。 
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（資 産 の 部） 

科        目 
説           明 

大 科 目 中 科 目 小 科 目 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産の部
合   計 

 出 資 金 
 
 
 

有 価 証 券 
 

 
収 益 事 業 
元 入 金 

 
長期貸付金 

 
 
 

現 金 預 金 
 
 

未 収 入 金 
 
 

貯 蔵 品 
 
 
 
 

短期貸付金 
 
 

有 価 証 券 
 
 

立 替 金 
 
 

前 払 金 
 
 

仮 払 金 
 

信用金庫や協同組合など組合事業等に参画
する意思を以って一定の資金を出資した場合
の支出額をいう。 
 
長期にわたり保有する国債、地方債、株式、

社債、貸付信託、投資信託等をいう。 
 
寄附行為で定める収益事業への資産の繰入金

をいう。 
 
その期限が貸借対照表日後１年を超えて到来

するものをいう。 
 
 
支払資金、即ち現金及びいつでも引き出すこ

とが可能な預貯金をいう。 
 
当該年度末において収入されるべきもので、

収入されなかった額をいう｡ 
 
事務用品、消耗機器備品、包装材料等の物品

で、年度末において未使用分のものをいう｡ 
減価償却の対象となる長期的な使用資産を除

く。 
 
その期限が貸借対照表日後１年以内に到来す

るものをいう｡ 
 
一時的に保有する国債、地方債、株式、社債、

貸付信託､投資信託等をいう｡ 
 
他の支払義務者に代わって､一時的に支払っ

たものをいう｡ 
 
翌年度以降の諸活動等に係る支出額をいう。 
 
 
支払内容や金額が確定するまでの概算的な支

出で未清算の状態のものをいう。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【貯蔵品】 
長期的な使用資産は

除く。 
 
※ 販売用品･･･販売
を目的に購入した
教材、物品等をい
う。資産としては貯
蔵品と区別して表
示するが、年度末の
有高が少額であれ
ば、「貯蔵品」に含め
ることができる。 
（「補助活動事業
に関する会計処理
及び表示並びに監
査上の取扱いにつ
いて」→P139） 
また、年度末有高

が少額の場合、購入
年度の事業活動支
出として処理でき
る。 
（「小規模法人に
おける会計処理等
の簡略化につい
て」→P71） 

【有価証券】 
取得価額で表示し、

時価が著しく下落した
場合、評価換えを行う。
（基準第９条→P87） 
評価換えによる損失

額は、「資産処分差額」
に「有価証券評価差額」
を設定して計上する。 

 
《参考：「学校法人会計
基準の一部改正に伴う
計算書類の作成につい
て（通知）」（25 高私参
第８号文部科学省） 
→P126 
学校法人委員会実務

指針第 45 号「学校法人
会計基準の一部改正に
伴う計算書類の作成に
ついて（通知）」に関す
る実務指針（平 26.1.14
日本公認会計士協会）》 
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（負 債 の 部） 

科        目 
説           明 

大 科 目 小 科 目 

固 定 負 債 

 

 

 

 

 

 

 

 

流 動 負 債 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負 債 の 部 

合 計 

 

 
 

長 期 借 入 金 
 
 

学 校 債 
 
長 期 未 払 金 

 
退職給与引当金 

 
 
 

短 期 借 入 金 
 
 
 

１年以内償還 
予 定 学 校 債 

 
手 形 債 務 

 
未 払 金 

 
 

前 受 金 
 
 

預 り 金 
 
 
 

 
仮 受 金 

 
賞 与 引 当 金 

 
 
その期限が貸借対照表日後１年を超えて到

来するものをいう｡ 
 
同上 
 
同上 
 
退職給与規程等による計算に基づく退職給

与引当額をいう｡ 
 
 
その期限が貸借対照表日後１年以内に到来

するものをいい、資金借入れのために発行した
手形上の債務を含む｡ 
 
その期限が貸借対照表日後１年以内に到来

するものをいう。 
 
 
 
既に確定している債務のうち、支払が終了し

なかったものをいう。 
 
翌年度入学（園）の生徒・児童に係る学生生

徒等納付金収入その他の前受金をいう｡ 
 
本来、学校（園）の収入ではないが、事務処

理上、学校（園）が当該資金の受入を行うもの
(給与から控除した源泉所得税や私立学校教職
員共済掛金の教職員(本人)負担分のほか、同共
済からの給付金)をいう｡ 
 
 
翌期に支給する賞与のうち、当期の負担に

属する金額をいう。 

（純資産の部） 

科       目 
説      明 

大 科 目 小 科 目 

基 本 金 
 
 
 
 
 
 
 

 
繰越収支差額 

 
 
 

純資産の部合計 

 
第１号基本金 

 
第２号基本金 

 
第３号基本金 

 
第４号基本金 

 
 

翌 年 度 繰 越 
収 支 差 額 
 
 
 

 

負債及び純資産の部 合計  

【基本金】→P46、47 参照 

【退職給与引当金】 
退職給与規程等により支給

義務を定め、支給額を算定し
ている場合、毎年度末の債務
発生額を負債として認識し、
事業活動支出（退職給与引当
金繰入額）として計上する。 
退職金支給額を、加入して

いる退職基金財団からの給付
額と同額としている場合は、
設定の必要がない。 

【翌年度繰越収支差額】 
支出超過の場合、マイナス

（△）で表示する。 

【短期借入金】 
返済期限が、貸借対照表日

後１年以内の長期借入金も含
める。→P20、21参照 



○事業活動収支計算書について

大科目 小科目

学生生徒等納
付金

在学（園）を条件として一律かつ義務
的に徴収するものをいう。

授業(保育)料

入学金

実験実習料

施設設備資金 　施設拡充費その他施設・設備の拡充等
のための資金として徴収する収入をい
う。

教材料 　定期に徴収する教材料（保育用）をい
う。

冷暖房費

基本保育料 認定こども園における０～２歳の保育
認定児に係る保育料をいう。

特定保育料 特定教育・保育施設が保護者の同意を
得て支払いを受けるもの（いわゆる特定
負担額）をいう。

施設等利用給付
費

　幼児教育無償化により私学助成園が法
定代理受領した保育料・入園料に係る施
設等利用費をいう。（園児が居住する市
町村区における取扱いが償還払いのみの
場合は計上されません。）

補足給付費 　私学助成園が法定代理受領した給食副
食費の補助対象者に係る補足給付費
※給食費を納付金に計上している園のみ

手数料 入学(園)検定料 その会計年度に実施する入学(園)試験
のために徴収する収入をいう。

入園受入準備費 特定教育・保育施設が入園やその準
備、選考などに係る事務手続きとしてそ
の会計年度に徴収する収入をいう。

試験料 編入学・追試験等のために徴収する収
入をいう。

証明手数料 在学（園）証明書発行等につき徴収す
る収入をいう。

寄付金 　施設設備寄付金以外の寄付金をいう｡

特別寄付金 　用途指定のある寄付金をいう。

一般寄付金 　用途指定のない寄付金をいう。

現物寄付 　施設設備以外の現物資産等の受贈額
（調達時価）をいう。

経常費等補助
金

国、地方公共団体及びこれに準ずる機
関（日本私立学校振興・共済事業団等）
から交付される施設設備補助金以外の補
助金をいう。

国庫補助金

県補助金

市町村補助金 　幼稚園の場合、施設型給付費以外の市
町村から交付された補助金をいう。

施設型給付費 　子ども･子育て支援新制度の市町村か
ら給付される施設型給付費をいう｡

事
業
活
動
収
入
の
部

教
育
活
動
収
支

科目
説　　　　　　明

内容を具体的
に示す表示科
目名を用いる
必要がある

【寄付金】
入園者等関係者から寄付

金又は学校債を募集する場
合は、後援会等によらず、
すべて学校法人が直接処理
する。→P80参照

学校教育法施行規則第４条第
１項第７号において、「授業料、

入学料その他の費用徴収に関す
る事項」は学(園)則に記載しな
ければならないとされているの

で、個々の活動内容等に留意の
うえ具体的に計上。

【納付金の減免】
→詳細はP141参照

ア 保育料等の減免を行った場
合は、 減免額控除前の金額
を「授業料収入 (保育料収
入)」等に計上し、減免額は、
「経費支出」の「奨学費支
出」とする。

イ 教職員の子弟に対する減免
の場合は、 減免額控除前の
金額を 「授業料収入(保育料
収入)」に計上し、減免額は、
「人件費支出」とする。
（給与への追加としての性
格を有するためであり、所
得税上は課税対象）

【未収入金との関係】
入園時納付金を分割納入して

いる場合は、分割納入済額だけ
を納付金として計上するのでは
なく、分割前の納付金の規定額
を「納付金収入」として計上し、
入園一時金の猶予額(収入すべ
き額から分割納入済額を差し引
いた額)を「期末未収入金」と
して処理する。

【前受金収入との関係】
入園辞退者の入園金も、入

園者の入園金とともに、当年度
は前受金収入、翌年度は納付金
収入とする。

【納付金として
誤りやすい例】

ア 父母の会費等
→「預り金」として受入収入
及び支払支出を管理する
（収納事務の代行）。

イ 一律かつ義務的でない給食
費、用品代、スクールバス利
用費等
→「補助活動収入」に計上す
る。（本来の教育活動に付
随する活動にかかるもの）

【入学検定料】
入園試験(検定)を行った年度

の収入とする。
(翌年度入園にかかることか

ら「前受金収入」として誤り
やすい。)

【補助金】
補助金収入は、交付決定通知を受けた日の属する年度の収入として計上する。したがって、年度末に交付決定されたが資金の

収入がない場合、その額は「補助金収入」として計上するほか、資金収支計算書の「資金収入調整勘定」の「期末未収入金」
（→P39）にも併せて計上する。
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（事業活動収支計算書）

大科目 小科目

付随事業収入 補助活動収入 　食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随
する活動に係る事業の収入をいう（純額
表示もできる）。

預かり保育収入 　預かり保育に係る収入をいう。

附属事業収入 　附属機関（病院、農場、研究所等）の
事業の収入をいう。

受託事業収入 　外部から委託を受けた試験･研究等に
よる収入をいう｡(高等学校等就学支援事
務費を含む)

施設等利用給付
費

　法定代理受領された幼児教育無償化の
預かり保育に係る施設等利用費をいう｡
(新制度園･私学助成園共通)

雑収入 施設設備利用料
収入

　園地・園舎等を他人に利用させ、その
対価として得た収入をいう。

退職基金財団給
付金収入

　退職金の資金として退職基金財団から
交付される給付金をいう。

廃品売却収入 　固定資産に含まれない物品等の売却収
入をいう。

その他の雑収入 　入園案内書頒布収入、バザー収入、各
種保険の割戻金などをいう。多額になる
場合は特定事項を取り出し小科目を適宜
設定して計上する。

教育活動収入
計

大科目 小科目
人件費 　学校法人が雇用する教職員(パートタ

イム等も含む)に支給する給与等をい
う。

教員人件費 　教員(校長又は園長を含む。以下同じ)
に支給する本俸、期末手当及びその他の
手当並びに所定福利費をいう。

職員人件費 　教員以外の職員に支給する本俸、期末
手当及びその他の手当並びに所定福利費
をいう。

役員報酬 　理事及び監事に支払う報酬をいう。

退職給与引当金 退職金支払規程等に基づき設定する退職退職給与引当金
繰入額

　退職給与規程等による計算に基づき設
定する退職給与引当金年度繰入額をい
う。

賞与引当金繰入
額

　翌期に支給する賞与のうち、当期の負
担に属する費用として繰り入れる金額を
いう。

退職金 　当該年度に退職した教職員に対して支
払うべき退職金をいう。

科目
説　　　　　　明

事
業
活
動
収
入
の
部

科目
説　　　　　　明

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
支
出
の
部

【補助活動事業例】
ア 給食費（保育料に一括し

ないもの）
牛乳代、おやつ代を含む。

イ 用品費
園児に交付する制服、絵

本等のために徴収するもの
をいう。

ウ 特別活動費
遠足、観劇、宿泊保育、

キャンプ等又は、園主催の
音楽教室、水泳教室等の活
動のために徴収するものを
いう。

エ スクールバス利用費（利
用に応じて徴収するもの）

オ 預かり保育・未就園児ク
ラス

※聴講料、補講料については、
学生生徒等納付金収入に計
上。

【純額表示】→P44

【施設設備利用料】
利用金額、事故等の対応に

ついて明記した契約書や、利
用申込書等に基づく収入であ
ること。

【退職基金財団給付金】
年度末の退職者にかかる退

職基金財団からの給付金につ
いて、実際の交付が翌年度に
なる場合は、退職日の属する
年度の「退職基金財団給付金
収入」として計上するほか、
資／収「資金収入調整勘定」
の 「 期 末 未 収 入 金 」
（→P39）にも併せて計上す
る。

【人件費と委託費】
体育指導等の専科のための

講師の費用について
1.直接雇用：人件費に計上す

る。
2. 法人と会社の委託契約：会

社から派遣され、かつ、そ
の費用を会社に支払う場合
は「経費支出」の「委託費
支出」に計上する。

【役員報酬】
勤務実態に即して支給する

こととし、役員の地位にある
ことのみによっては、支給し
ない。（寄附行為参照）

(幼稚園法人･準学校法人)

【退職金】
退職日の属する年度の「退

職金支出」に計上し、当該年
度内に支払わない場合は、資
／収「資金支出調整勘定」の
「期末未払金」にも計上する。

【退職給与引当金】
→P32参照

【退職金と
退職給与引当金】

退職給与引当金への繰入が
不足していた場合には、当該
会計年度における退職金支払
額と退職給与引当金計上額と
の差額を退職金として計上す
る。
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（事業活動収支計算書）

大科目 小科目

経費 消耗品費 　耐用年数１年未満又は学校法人におい
て定めた一定価額未満の教材、管理用等
の消耗品購入費用をいう。

光熱水費 　電気、ガス、暖房用燃料、水道の料金
をいう。

旅費交通費 　教職員、理事、監事及び評議員が学校
（園）用務のために出張した場合に支給
する日当及び交通費をいう(通勤手当は
含まない)。

奨学費 　支給した奨学金（貸与分は含まな
い。）や、保育料等の減免に対応した支
出をいう。

修繕費 　ガラスの入れ替え、建物の修理、車両
の車検時の修理、機器の修理、校(園)
庭・庭木の手入れに要した費用等で、資
産価値の増加や減価償却期間の延長をも
たらさないものをいう。

厚生費 　生徒、児童、教職員又は役員等に関す
るもので表彰記念品、見舞金、慶弔費、
会議の茶菓子代等の支出をいう。

通信費 　切手代、はがき代、電話代等をいう。

印刷製本費 　印刷、製本に要する費用をいう。

報酬費 　医師、公認会計士、税理士等に対する
謝礼、顧問料等をいう。

減価償却額 　原則として定額法による。

諸会費 　法人、学校（園）または教職員の加盟
している教育関係団体等の会費・負担金
等をいう。

車両燃料費 　自動車の燃料費（ガソリン代等）をい
う。

委託費 　自動車の車体検査費用や、清掃事業、
施設設備の保守点検、警備等の業務委託
に要する費用をいう。

賃借料 　賃貸借契約に基づく施設、設備、物品
等の賃借料をいう。

損害保険料 　火災保険、自動車保険、日本スポーツ
振興センター、園児交通安全保険金等の
掛金をいう。

公租公課 　租税その他の賦課金をいう。

広報費 　広報費、看板等の費用をいう。

保健衛生費 　園児の疾病に対する治療費、薬代、衛
生用品代等をいう。

給食費
　給食、牛乳、おやつ等の仕入れ費用を
いう。

用品代 　制服・教材用品等、園児に販売する物
品の仕入れ費用をいう。

行事費 　遠足、学芸会、運動会等の保育の一環
として行われる事業に要する費用であっ
て他の科目に分類できないものをいう。

雑費 　上記のいずれの科目にも属さない経費
支出をいう。(金額が多額になる場合
は、取り出して小科目を設ける。)

補助金返還額支
出

　補助金交付の翌会計年度以降、補助金
返還の決定を受けた場合の補助金返還額
をいう。

説　　　　　　明
科目

事
業
活
動
支
出
の
部

教
育
活
動
収
支

「期末未払金」にも計上する。

【経費支出】
知事所轄法人は、「教育研

究経費支出」と「管理経費支
出」を区分しないで「経費支
出」とすることができる。
→P3参照

【旅費交通費】
教職員の通勤手当は人件費

支出（その他の手当）として
計上する。

【奨学費】
経済的負担の軽減等を図る

ため「学生生徒等納付金」を
減免した場合には、減免額を
支出として計上する。
→P141参照

【報酬と委託】
学校法人と病院との委託契

約に基づき病院から派遣され
る場合は、「委託費支出」と
して計上する。

【減価償却】→P45参照

【雑費】
例えば手数料（振込手数料、

残高証明手数料など）として
一定額の支出がある場合は、
取り出して適宜小科目（「支
払手数料支出」など）を設定
して計上する。
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（事業活動収支計算書）

大科目 小科目

徴収不能額等 徴収不能引当金
繰入額
徴収不能額 　徴収不能引当金への繰入れが不足して

いた場合には、当該会計年度において徴
収不能となった金額と徴収不能引当金計
上額との差額を徴収不能額として記載
し、徴収不能引当金を設けていないとき
は徴収不能となった金額を記載する。

教育活動支出
計

大科目 小科目
受取利息・配
当金

第３号基本金引
当特定資産運用
収入

　第３号基本金引当特定資産の運用によ
り生ずる収入をいう。

その他の受取利
息・配当金

　預金、貸付金等の利息、株式の配当金
等をいい、第３号基本金引当特定資産運
用収入を除く

その他の教育
活動外収入

収益事業収入 　収益事業として寄附行為上認可された
事業会計からの繰入収入をいう。

教育活動外収
入計

大科目 小科目
借入金等利息

借入金利息 　長期・短期を含む。

学校債利息 　長期・短期を含む。

その他の教育
活動外支出

○○○ 　具体的な名称で記載する

教育活動外支
出計

経常収支差額

教育活動外
収支差額

事
業
活
動
収
入
の
部

事
業
活
動
支
出
の
部

教
育
活
動
外
収
支 科目

説　　　　　　明

説　　　　　　明

説　　　　　　明

事
業
活
動
支
出
の
部

教
育
活
動
収
支

教育活動収支差額

科目

科目

【収益事業】
収益事業に係る会計は区分

して経理する。
計算書類（損益計算書、貸

借対照表）は、学校法人の財
務計算に関する書類と併せて
提出する。
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（事業活動収支計算書）

大科目 小科目
資産売却差額 　資産売却収入が当該資産の帳簿残高を

超える場合のその超過額をいう。
施設売却差額

設備売却差額

有価証券売却差
額
車両売却差額

その他の資産売
却差額

その他の特別
収入

施設設備寄付金 　施設設備の拡充等のための寄付金をい
う。

現物寄付 　施設設備の受贈額（調達時価）をい
う。

施設設備補助金 　施設設備の拡充等のための補助金をい
う。

過年度修正額 　前年度以前に計上した収入又は支出の
修正額で当年度の収入となるもの。

特別収入計

大科目 小科目
資産処分差額 　資産の帳簿残高が当該資産の売却収入

金額を超える場合のその超過額をいい、
除却損又は廃棄損を含む。

施設処分差額

設備処分差額

有価証券処分差
額
車両処分差額

有価証券評価差
額
その他の資産処
分差額

その他の特別
支出

災害損失 　資産処分差額のうち、災害によるも
の。

過年度修正額 　前年度以前に計上した収入又は支出の
修正額で当年度の支出となるもの。

特別支出計

必ず記載する。

事業活動支出計

翌年度繰越収支差額

当年度収支差額

前年度繰越収支差額

基本金取崩額

事業活動収入計

特別収支差額

〔予備費〕

基本金組入前当年度
収支差額

基本金組入額合計

（参考）

特
別
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

科目
説　　　　　　明

事
業
活
動
支
出
の
部

科目
説　　　　　　明
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○　資金収支計算書について

大科目 小科目

学生生徒等
納付金収入

授業(保育)料収入

入学金収入

実験実習料収入

施設設備資金収入

教材料収入

冷暖房費収入

基本保育料収入

特定保育料収入

○○○収入

施設等利用給付費収入

補足給付費収入

手数料収入 入学(園)検定料収入

入園受入準備費収入

試験料収入

証明手数料収入

寄付金収入 特別寄付金収入 　用途指定のある寄付金をいう。
（土地、建物等の現物寄付を除く）

一般寄付金収入 　用途指定のない寄付金をいう。

補助金収入 国庫補助金収入

県補助金収入

市町村補助金収入

施設型給付費収入

資産売却収入 施設売却収入 　固定資産に該当しない物品の売却収
入を除く｡

設備売却収入

有価証券売却収入 　国債、地方債、社債、株式、貸付信託、
投資信託等の売却による収入をいう。

車両売却収入 　下取り価格を含む。

その他の固定資産
売却収入

補助活動収入

預かり保育収入

附属事業収入

受託事業収入

収益事業収入

施設等利用給付費収入

（収入の部）

科目
説　　　　　　明

付随事業・
収益事業収入

内容を具体的
に示す表示科
目名を用いる
必要がある

【資産売却】
1. 固定資産に含まれない物

品の売却収入は、雑収入に

計上する。

2. 不動産売却収入について

は、総額で計上する。

3. 事業活動収支計算書との

関係

ア 資産売却収入＞帳簿価額

の場合は、その差額を資産

売却差額に計上する。

イ 資産売却収入＜帳簿価額

の場合は、その差額を資産

処分差額に計上する。

帳簿価額＝

「取得価額(評価額)」－

「減価償却累計額」

※ 事業活動収支計算書と同一の項目

については、説明を省略しています。

参照 → P33 ～
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（資金収支計算書）

大科目 小科目

受取利息・
配当金収入

第３号基本金引当
特定資産運用収入

その他の受取利息・
配当金収入

雑収入 施設設備利用料収入

退職基金財団給付金
収入
過年度修正収入

廃品売却収入

その他の雑収入

借入金等収入 長期借入金収入 　返済期限が貸借対照表日後１年を超
えて到来するものをいう。

短期借入金収入 　返済期限が貸借対照表日後１年以内
に到来するものをいう。

学校債収入 　学校法人が資金調達のため園関係者のほ
か広く一般から募集した借入収入をいう。
（償還期日が１年以内の短期のものも含
む。）

前受金収入 　翌年度入園の園児に係る学生生徒等納付
金収入やその他の前受金収入をいう。

授業(保育)料前受金
収入
入学金前受金収入

実験実習料前受金収
入
施設設備資金前受金
収入
その他の前受金収入

その他の収入 　上記の各収入以外の収入をいう。

第２号基本金引当
特定資産取崩収入

　当該特定資産の取崩額をいう。

第３号基本金引当
特定資産取崩収入

○○○引当特定資産
取崩収入
前期末未収入金収入 　前年度末の未収入金のうち当該会計

年度に収入されたものをいう。

貸付金回収収入

預り金受入収入 　本来、園の収入ではないが、事務処理上
園が当該資金の受入れを行うもの(給与か
ら控除した源泉所得税や日本私立学校振
興・共済事業団掛金の教職員(本人)負担分
のほか、同事業団からの給付金、施設等利
用費等)をいう。(純額表示もできる。)

資金収入調整勘定 期末未収入金 　当該年度に収入されるべき金額のう
ち、収入されなかったものをいう。

前期末前受金

前年度繰越支払
資金

収入の部　合計

（収入の部）

科目
説　　　　　　明

【借入金】
収入額は、契約日でなく、

実際に資金の収入があった日

の属する年度に計上する。

施設設備利用料収入、

廃品売却収入その他

学校法人の負債とな

らない各収入以外の

収入をいう

【前受金】
前年度末の貸借対照表に計

上した前受金は、振替処理し、

当年度のそれぞれの収入金額

に含めて計上する。

【預り金】
父母の会費、卒業記念積立金

等は、園長名義であれ、学校

法人名義であれ、その資金の

管理責任が学校法人に及ぶも

のであれば、当該資金は学校

法人の会計に含めて処理する。

【純額表示】→P44 参照

【退職基金財団給付金】
年度末の退職者にかかる退

職基金財団からの給付金につ
いて、実際の交付が翌年度に
なる場合は、退職日の属する
年度の「退職基金財団給付金
収入」として計上するほか、
「資金収入調整勘定」の「期
末未収入金」（→P39）にも
併せて計上する。

【過年度修正収入】
資金収入のあった年度にお

いて、「雑収入」の中に「過

年度修正収入」の科目を設け

て処理する。
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（資金収支計算書）

大科目 小科目

人件費 教員人件費支出

職員人件費支出

役員報酬支出

退職金支出

経費 消耗品費支出

光熱水費支出

旅費交通費支出

奨学費支出

修繕費支出

厚生費支出

通信費支出

印刷製本費支出

報酬費支出

諸会費支出

車両燃料費支出

委託費支出

賃借料支出

損害保険料支出

公租公課支出

広報費支出

保健衛生費支出

給食費支出

用品代支出

行事費支出

雑費支出

補助金返還額支出 　補助金交付の翌会計年度以降、補助金返
還の決定を受けた場合の補助金返還額をい
う。
※過年度修正には計上しない

過年度修正支出 　前年度以前の計上した支出の修正に
よる資金支出をいう。

借入金等利息支出 借入金利息支出

学校債利息支出

借入金等返済支出 借入金返済支出

学校債返済支出

（支出の部）

科目
説　　　　　　明

【退職金】
退職日の属する年度の「退

職金支出」に計上し、当該年
度内に支払わない場合は「資
金支出調整勘定」の「期末未
払金」にも計上する。
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（資金収支計算書）

大科目 小科目

施設関係支出 土地支出 　整地費、設計監理料、周旋料等の施
設の取得に伴う支出を含む。

建物支出 　建物に附属する電気、給排水、暖房
等の設備のための支出を含む。

構築物支出
　プール、競技場、門塀、庭園等の土
木設備又は工作物のための支出をい
う。

建設仮勘定支出
　建物及び構築物等が完成するまでの
支出をいい、工事前払金、手付金を含
む。

施設利用権支出 　電気、ガス、水道等供給施設利用
権、教職員厚生施設の共有権等の取得
のための支出をいう。

借地権支出 　他人の所有する土地を長期間利用す
るための賃借権の取得価額をいう。地
上権を含む。

設備関係支出
教育研究用機器備品
支出

　耐用年数が１年以上で、学校法人の
経理規程等において定めた一定額以上
の物品及び少額重要資産の支出をい
う。

管理用機器備品支出
　耐用年数が１年以上で、学校法人に
おいて定めた一定額以上の物品の支出
をいう。

図書支出 　出版物のうち、長期間にわたって使
用、保存する図書等の支出をいう。価
額の多寡を問わない。

車両支出 　下取り価格を含む購入価格をいう。

ソフトウエア支出 　ソフトウエアに係る支出のうち資産
計上されるものをいう。

資産運用支出 有価証券購入支出
　国債、地方債、社債、貸付信託、投
資信託等を購入するための支出をい
う。

第２号基本金引当
特定資産繰入支出

　第２号基本金に対応する資産に係る
繰入支出をいう。

第３号基本金引当
特定資産繰入支出

　第３号基本金に対応する資産に係る
繰入支出をいう。

退職給与引当
特定資産繰入支出
減価償却引当
特定資産繰入支出

　　当該特定資産（預金等を含む）への
　繰入額をいう。

(何)引当特定資産繰
入支出

収益事業元入金支出 　寄附行為で定める収益事業へ資産を
繰入れた支出をいう。

（支出の部）

科目
説　　　　　　明

【土地支出】
土地を利用する目的で建物

がある土地を購入し、その建
物を取りこわす場合は、建物
取りこわし費用も含めて土地
支出とする。

【借地権】
借地に支出した整地費用や

取得に要する手数料等は、借
地権の取得価格に含める。ま
た、借地権に附帯して発生す
る更新料は、借地権の価額に
加算する。

【機器備品】
知事所轄法人は、「教育研

究用機器備品」と「管理用機
器備品」を区分しないで「機
器備品」とすることができる。
→P３参照

【少額重要資産】
→P30参照

【図書】
→P30、45 参照

【ソフトウエア】
ソフトウエアに関する会計

処理について→P136 参照

【施設関係支出と
経費支出】

1. 資産価値の増加や減価償
却期間の延長をもたらす建
物の拡張又は用途の変更等
量的、質的向上に係る支出
は、施設関係支出とする。
(アスファルト舗装、ブロッ
ク壁及び金網フェンスの工
事に係る支出)

2. 建物を維持補修するため
の支出は経費支出とする。
(壁面の塗り替え、雨漏りの
補修、床の毀損部分の張り
替え、グランドの改修費等)

【有価証券】
学校法人における資産運用

について →P136参照
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（資金収支計算書）

大科目 小科目

その他の支出 前期末未払金支払支
出

貸付金支払支出

手形債務支払支出

預り金支払支出 　「預り金受入収入」に対応する支出
をいう。（純額表示もできる。）

前払金支払支出

立替金支払支出
　他の支払義務者に代わって、一時的
に支払った金額をいう。

仮払金支払支出
　支払内容や金額が確定するまでの概
算的な支出で未清算の状態のものをい
う。

預託金支出 　自動車取得に伴う再資源化等預託金
などの支出額をいう。

出資金支出 　信用金庫や協同組合など組合事業等
に参画する意思を以って一定の資金を
出資した場合の支出額をいう。

〔予備費〕

資金支出調整勘
定

期末未払金 　既に確定している債務のうち、支払
が終了しなかったものをいう。

前期末前払金
翌年度繰越支払
資金

支出の部　合計

（支出の部）

科目
説　　　　　　明

【純額表示→P44 参照

【自動車リサイクル料金】
→P30 参照

【未払金】
特に、３月31日付け退職者

の退職金で、年度内に支払が
なかった場合などは、当該年
度の退職金支出として計上し
た上で、さらにこの科目で調
整する。（△で表示する。）
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○ 人件費支出内訳表について 
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本務教員 
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本務職員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兼務職員 
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本 俸 
 
 

期 末 
手 当 

 
その他
の手当 

 
所 定 
福利費 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本 俸 
 
 

期 末 
手 当 

 
その他
の手当 

 
所 定 
福利費 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教員として、資格を有し、発令された者
に支給する給与等をいう。 
 
学校法人が就業規則等で定める勤務日

及び勤務時間に常時勤務する教員であっ
て、正規の雇用関係にあるものをいう。 
 
給与のうち、基本給(教職調整額等を含

む。)をいう。 
 
 
 
 
管理職手当、研究手当、扶養手当、通勤

手当等の諸手当をいう。 
 
私立学校教職員共済掛金、退職基金財団

掛金、労災保険掛金、雇用保険掛金、児童
手当拠出金等の設置者負担分をいう。 
 
前記の「本務教員」以外の教員をいう。 
 
 
 
 
学校法人が就業規則等で定める勤務日

及び勤務時間に常時勤務する職員であっ
て、正規の雇用関係にあるものをいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前記の「本務職員」以外の職員をいう。 
 
理事及び監事に支払う報酬をいう。 
 
 
当該年度に退職した教職員に支払うべ

き退職金等をいう。 

【兼務】 
・同一法人内の兼務先学校で
の給与支給分 

・常勤以外の雇用形態（パー
ト、アルバイトなど短期間、
短時間の雇用、非常勤）での
給与支給分 

 
（※教員と職員を兼務してい
る場合） 
→担当時間、職務内容、責任
等により、主たる職務と
いえる方に分類する。 

当該退職日の属する年度の
財務計算書類に計上する。 
 
・未払いの場合→P34参照 
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◆ 用語解説 ◆ 

 

総額表示と純額表示 

  

◎ 基準では、次のとおり規定しています。 

 

         

 

 

 

 

 

○ 総額表示 ･･････ 収入と支出を相殺したり、資産と負債・基本金・事業活動収支差額の両者を相殺したりせず

にそれぞれの金額を計算書類に表示すること。 

 

○ 純額表示できるもの (例外) 

    ア 「預り金に係る収入と支出その他経過的な収入と支出」 

・預り金 － 主に教職員から源泉徴収した所得税、社会保険料等、支払委託の性格を持つものが多い。 

・経過的な収入と支出 － 仮払金、仮受金、立替金等があるが、これらは期末において該当科目に振り替

えられる必要がある。 

イ 「食堂に係る収入と支出その他教育活動に付随する活動に係る収入と支出」＝「補助活動」 

       →「補助活動事業に関する会計処理及び表示並びに監査上の取扱いについて」(昭51.3.9 （改正平26.9.30）

学校法人委員会実務指針第22号 日本公認会計士協会)(→P139 参照) 

 

       

(総額表示) 

第４条 計算書類に記載する金額は、総額をもって表示するものとす

る。ただし、預り金に係る収入と支出その他経過的な収入と支出及

び食堂に係る収入と支出その他教育活動に付随する活動に係る収入

と支出については、純額をもって表示することができる。 

○注  純額表示は、あくまでも「計算書類に記載する金額の表示のしかた」

についての特例であり、年度中の会計処理についてまで規定したもの

ではありませんので注意してください。 
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減 価 償 却 

 

◎ 基準では、次のとおり規定しています。 

 

 

 

 

  

 

○ 減価償却とは、古くなったり、使用したりしていくと価値の減少する固定資産について、その資産として繰り

越す価値を減少する手続をいいます。 

○ 定額法とは、毎年均等額を償却する方法であり、計算式は次のとおりです。 

毎年度の減価償却額＝（取得価額－残存価額）÷耐用年数 

このうち耐用年数と残存価額については、各学校法人において個々の資産ごとに合理的に決定してください。 

固定資産の耐用年数は、｢減価償却資産の耐用年数等に関する省令｣(大蔵省令)又は下記の｢固定資産の耐用年数

表｣(参照：「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い」（昭56.1.14（改正平13.5.14）学校法人委員会報告

第28号 日本公認会計士協会）によっている場合も妥当な会計処理として取り扱われます。 

○ 図書の減価償却については、｢図書の会計処理について(報告)」について(昭47.11.14雑管第115号文部省管理局

長通知)を参考にしてください。 

<参 考 >                            

固定資産の耐用年数表                          

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)1. 付属病院、研究所等の機器備品については、別途考慮 
することができる。 

2. この表にない資産又はこの表の区分によりがたい資産 
については、学校法人が別途定めるものとする。 

種    類 構  造  等 耐用年数 

建 
 
  

物 
 

建      物 

鉄筋・鉄骨コンクリート造 
ブロック造、レンガ造、石造 
金属造 
木 造 
簡易建物 

５０年 
４０ 
３０ 
２０ 
１０ 

建物付属設備 

電気設備 
冷暖房ボイラー設備 
昇降機設備 
給排水衛生設備 
消火災害報知設備 
簡易間仕切 

１５ 
１５ 
１５ 
１５ 
１０ 
５ 

構    築    物 

鉄筋コンクリート造 
コンクリート造 
金属造 
その他 

３０ 
１５ 
１５ 
１０ 

教育研究用機器備品
管理用機器備品 

構造、用途、使用状況等に応 
じて、右欄の耐用年数を選択 
適用するものとする。 

１５ 
１０ 
 ５ 

車     両   ５ 

施 設 利 用 権  １５ 

｢図書の会計処理について(報告)｣について(通知) 
 

雑管第 115 号 昭和 47年 11月 14 日 
文部大臣所轄学校法人理事長あて 文部省管理局長通知 

 
図書の会計処理については、昭和47年10月24日に学校法人財務基準の

調査研究会から別添のとおり報告を受けましたので通知します。 

各学校法人においては、図書の会計処理にあたっては、この報告の趣

旨を参考として適切に処理されるよう願います。 

 
〔 報  告 〕 

                     昭和47年10月24日 
                学校法人財務基準調査研究会 

図書については、共通の取扱いにより会計処理を行なうことが適当で

あると思料したので、この会議において検討を行なった結果、このほど

別紙のとおり結論を得たので報告します。 

(別紙) 

図書の会計処理について 
1. 長期間にわたって保存、使用することが予定される図書は、取得価

額の多寡にかかわらず固定資産に属する図書として取扱う。 

2. 固定資産に属する図書については、原則として、減価償却経理を必

要としないものとする。この場合、図書の管理上、除却の処理が行な

われたときは、当該図書の取得価額相当額をもって消費支出に計上す

るものとする。               

除却による経理が困難なときは、総合償却の方法により減価償却経

理を行なうことができる。 

3. 学習用図書、事務用図書等のように、通常その使用期間が短期問で

あることが予定される図書は、取得した年度の消費支出として取扱う

ことができる。 

4. 図書の取得価額には、原則として、取得に要する経費を含まないも

のとする。大量購入等による値引額および現金割引額は、｢雑収入｣ と

して処理することができる。 

5. 消費支出として処理した雑誌等を合冊製本して長期間にわたっ

て、保存、使用する図書とする場合は、その合冊製本に要した経費を

もって、当該図書の取得価額とすることができる。 

6. 図書と類似の役割を有するテープ、レコード、フィルム等の諸資料

は、利用の態様に従い、図書に準じて会計処理を行なうものとする。 

(減価償却) 

第８条 固定資産のうち時の経過によりその価額を減少するもの(以

下「減価償却資産」という。)については、減価償却を行なうものと

する。 

２ 減価償却資産の減価償却の方法は、定額法によるものとする。 
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 基本金の組入れ  

◎ 基準では、次のとおり規定しています。 

 

 

 

 

 貸 借 対 照 表   

資産  

の部 

固定

資産 

有形固定資産 

(土地､建物等) 

 

負債 

の部 

 

固定負債 

特定資産 

流動負債 その他の固定資産 

(借地権､有価証券等) 

流動 

資産 
現金､預金､未収入金等 

純資

産の

部 

基本金 

繰越収支差額 

 

科  目 内   容 対象資産 組入額の算定 

第１号基本金 
 

(1) 設立当初に取得した 
教育用の固定資産の価
額 

 

(2) 設立後取得した教育
用の固定資産の価額 

土地 
建物 
構築物 
教育研究用機器備品 
管 理 用  〃 
図書 
車両 
建設仮勘定 

必要かつ継続的に保持する無

形固定資産(借地権､施設利用

権等を含み､投資目的の資産を

除く)     など 

       

・固定資産の新規取得 
   ･･･取得価額＝要組入額 
・固定資産の取替更新 
   ･･･新の価額－旧の価額＝要組入額 
・機器備品の取替更新 
   ･･･新の取得価額－当該年度に除却した 
             機器備品の取得価額＝要組入額 

 

 
第２号基本金 将来取得する固定資産

に充てる金銭その他の資
産の額 

第２号基本金引当特定資産 基本金組入計画に従って行う。 

第３号基本金 基金として継続的に保
持し、運用する金銭その他
の資産の額 

第３号基本金引当特定資産 

 

第４号基本金 恒常的に保持すべき資
金として別に文部科学大
臣の定める額 

 →P123参照 

 

現金 
預金 
有価証券  など 

(原則) 当年度の保持すべき資金の額は、前年度の事
業活動収支計算書における教育活動収支の人件
費(退職給与引当金繰入額及び退職金を除く。)、 
教育研究経費(減価償却額を除く。)、管理経費 
(減価償却額を除く｡)、及び教育活動外収支の借
入金等利息の決算額の合計額の12分の1の額 
(百万円未満の端数金額を切り捨てることがで
きる｡)とする。 
当年度においては、上記の計算額と前年度組 

入額との不足差額分を組入れる。 
 計算額が前年度の保持すべき資金の額を下回 
るときは、その差額を取崩しの対象としなけれ 
ばならない。 

(特例) 
① 「前年度額」×80%≦「計算額」＜「前年度

額」→「前年度額」 
② 「前年度額」＜「計算額」≦「前年度額」 

      ×120%→「前年度額」とできる。 
 

 

(基本金) 

第12条 学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を

継続的に保持するために維持すべきものとして、その事業活

動収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。 

学校運営のために必要な資産のうち 

継続的に保持していかなければなら 

ない資産を観念的な金額(従って、 

基本金という「お金」が存在するわ 

けではない。) としてとらえたもの 

です。 
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基本金の繰延べ 基本金の取崩し 備        考 

自己資金により固定資産を 
取得した場合の繰延べは不 
可｡ 
外部負債（借入金､学校債 
及び未払金）により固定資 
産を取得した場合は必ず繰 
り延べる｡ 

(外部負債相当額＝未組入額) 
 

基準第31条第１号、第２号、第４号の基本金
取崩し条件に合致する場合に取崩し可能 
（具体例） 
・学部、学科の廃止 
・定員の減少 
・通学（園）バスの廃止による売却 
・建替等に要した額が当初取得価額を下回
った場合 など 

         

1. 借入金(学校債を含む。)又は未払金(支払手
形を含む。)により取得した場合において、当該
借入金又は未払金に相当する金額については、
当該借入金又は未払金の返済又は支払（新たな
借入金又は未払金によるものを除く。）を行っ
た会計年度において、返済又は支払を行った金
額に相当する金額を基本金へ組み入れるもの
とする。 

2. 外部負債相当額＞未組入額 
 となる場合もある。 

 
不   可 基準第31条１号、第３号、第４号の基本金取

崩し条件に合致する場合に取崩し可能 
（具体例） 
・施設設備計画を見直し、規模を縮小 
・新築計画の廃止又は変更 など 

1. 基本金組入計画集計表について 
 (1) 基本金明細表の付表として作成 
 (2) 作成期間 
   ①第２号基本金 
     固定資産の取得が終了するまで毎年度 
   ②第３号基本金 

目標額に達するまで毎年度 
2. 計画の変更は理事会等の決定により行う。 
ただし、当初計画決定時に変更手続省略の扱
いを併せて決定した場合、自動的に変更でき
る。 

 
基準第31条第１号、第４号の基本金取崩し
条件に合致する場合に取崩し可能 
（具体例） 
・奨学事業の縮小又は廃止 など 

 
不   可 基準第31条第１号、第４号の基本金取崩し

条件に合致する場合に取崩し可能 
 
※前年度の恒常的に保持すべき資金の額を、
20％を超えて減少した場合は、その差額を
取崩しの対象とする。（「恒常的に保持す
べき資金の額について」→P123参照） 

 
  

1. 会計監査人非設置知事所轄学校法人（高等
学校を設置するものを除く。）については、第
４号基本金の全部又は一部を組み入れないこ
とができる。 

      →P３参照 

 

○ 

○ 

平 17.5.13 17文科高第 122
号文部科学省高等教育局私学
部長通知第三－１.基本金の取

崩し要件の見直し →P128 参照 

◎基本金の設定対象となる資産及び基本金の組入れについて（報告）（昭 49.2.14 文管振第

62 号）→P70 参照 

《参考 基本金に係る実務上の取扱いに関するＱ＆Ａ（昭 52.5.9 最終改正平 26.12.2 学校
法人委員会研究報告第 15号 日本公認会計士協会）》 

　　　 事業活動収支計算

　収　入 　　　支　出

事 学生生徒等納付金 事 人件費
業 寄付金 業 経費
活 経常費等補助金 事業活動収入 活 徴収不能額等
動 その他の教育活動収入 動 借入金等利息
収 受取利息・配当金 支 その他の教育活動外支出
入 その他の教育活動外収入 出 資産処分差額
の 資産売却差額 の その他の特別支出
部 その他の特別収入 部

基本金組入額 　基本金組入前の
当年度収支差額 当年度収支差額



－48－ 

 

１ 
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Ⅲ 計算書類のチェックリスト 
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１ 様式等チェック 

  次の項目について、様式等が整っていることを確認してください。 

 項  目 判  定 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

送付状は該当する様式となっているか 

公認会計士又は監査法人の監査報告書は自署があるか（原本） 

監事監査報告書（写でも可）があるか 

計算関係書類は指定されたつづり順序となっているか 

円単位で記載されているか 

適 □ 

適 □ 

適 □ 

適 □ 

適 □ 

不適 □ 

不適 □ 

不適 □ 

不適 □ 

不適 □ 

 

２ 計算書類の関連科目の金額のチェック 

  次の科目に金額を記入して（複数の科目のある欄はその計を出して）各欄の左右が一致することを 

確認してください。 

 計算書類 科 目 金 額 計算書類 科 目 金 額 判 定 

１ 事/収 学生生徒等納付金   資/収 学生生徒等納付金収入   

２ 事/収 手 数 料  資/収 手 数 料 収 入         

３ 事/収 特別寄付金 (教 /収 )  

一般寄付金 (教 /収 ) 

施設設備寄付金(特/収) 

     計 

 資/収 寄 付 金 収 入    

４ 事/収 経常費等補助金(教/収) 

施設設備補助金(特/収) 

     計 

 資/収 補 助 金 収 入    

５ 事/収 付随事業収入(教/収) 

収益事業収入(教外/収) 

     計 

 資/収 付随事業・収益事業収入   

６ 事/収 受取利息・配当金   資/収 受取利息・配当金収入   

７ 事/収 雑 収 入 (教 /収 )  

過年度修正額(特/収） 

計 

 資/収 雑 収 入   

８ 資/収 

Ｂ/Ｓ 

Ｂ/Ｓ 

借入金等返済支出  

本年度末長期借入金 

本年度末短期借入金 

 

     計 

 資/収 

資/収 

Ｂ/Ｓ 

Ｂ/Ｓ 

長 期 借 入 金 収 入 

短 期 借 入 金 収 入 

前年度末長期借入金 

前年度末短期借入金 

     計 

  

９ 資/収 

Ｂ/Ｓ 

前 期 末 前 受 金  

本 年 度 末 前 受 金 

     計 

 資/収 

Ｂ/Ｓ 

前 受 金 収 入  

前 年 度 末 前 受 金 

     計 

  

10 資/収 

Ｂ/Ｓ 

期 末 未 収 入 金  

前年度末未収入金  

 

     計 

 資/収 

事/収 

Ｂ/Ｓ 

前期末未収入金収入 

未収入金の徴収不能額 

本年度末未収入金  

     計 

  

 



― 51 ― 

 計算書類 科  目 金 額 計算書類 科  目 金 額 判  定 

11 

資/収 

事/収 

Ｂ/Ｓ 

Ｂ/Ｓ 

貸 付 金 回 収 収 入 

貸付金の徴収不能額 

本年度末・長期貸付金 

本年度末・短期貸付金 

計 

 資/収 

Ｂ/Ｓ 

Ｂ/Ｓ 

貸 付 金 支 払 支 出 

前年度末・長期貸付金 

前年度末・短期貸付金 

 

計 

  

12 

資/収 

Ｂ/Ｓ 

 

預 り 金 受 入 収 入 

前年度末・預り金  

計 

 資/収 

Ｂ/Ｓ 

 

預 り 金 支 払 支 出 

本年度末・預り金  

計 

  

13 資/収 前年度繰越支払資金  Ｂ/Ｓ 前年度末現金預金    

14 資/収 収 入 の 部 合 計   資/収 支 出 の 部 合 計    

15 資/収 教 員 人 件 費 支 出  人/内 教 員 人 件 費 支 出   

16 資/収 職 員 人 件 費 支 出  人/内 職 員 人 件 費 支 出   

17 資/収 退 職 金 支 出   人/内 退 職 金 支 出    

18 事/収 借 入 金 等 利 息  資/収 借 入 金等 利 息 支 出   

19 

資/収 

Ｂ/Ｓ 

手形債務支払支出  

本年度末・手形債務 

計 

 資/収 

Ｂ/Ｓ 

期 末 手 形 債 務  

前年度末・手形債務 

計 

  

20 

資/収 

Ｂ/Ｓ 

前 期 末 未 払 金  
支 払 支 出 

本年度末・未払金     

計 

 

 

 

資/収 

Ｂ/Ｓ 

期 末 未 払 金  

前年度末・未払金  

計 

  

21 

資/収 

Ｂ/Ｓ 

前 払 金 支 払 支 出 

前年度末・前払金  

計 

 資/収 

Ｂ/Ｓ 

前 期 末 前 払 金  

本年度末・前払金  

計 

  

22 資/収 翌年度繰越支払資金  Ｂ/Ｓ 本年度末・現金預金   

23 事/収 基本金組入額合計   基/明 当 期 組 入 高 合 計   

24 

事/収 事 業 活 動 収 入 計  事/収 事 業 活 動 支 出 計 

基本金組入前当年度収
支差額 

計 

  

25 

事/収 当 年 度 収 支 差 額 

前年度繰越収支差額 

基 本 金 取 崩 額  

計 

 事/収 翌年度繰越収支差額 

 

 

 

  

26 
事/収 前年度繰越収支差額  Ｂ/Ｓ 前年度末・翌年度繰越

収支差額 

  

27 
事/収 翌年度繰越収支差額  Ｂ/Ｓ 本年度末・翌年度繰越

収支差額 
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 計算書類 科  目 金 額 計算書類 科  目 金 額 判  定 

28 Ｂ/Ｓ 本年度末・固定資産合計  固/明 差引期末残高合計    

29 Ｂ/Ｓ 資 産 の 部 合 計   Ｂ/Ｓ 
負債の部、純資産の部 

合計 
  

30 Ｂ/Ｓ 
脚注・減価償却額の 
累 計 額 の 合 計 額  固/明 減価償却額の累計額合計   

31 

Ｂ/Ｓ 脚注・翌年度以降  
の会計年度において 
基本金への組入れを 
行なうこととなる金額 

 基/明 未組入額当期末残高    

32 

固/明 期 首 残 高 合 計  

当 期 増 加 額 合 計 

計 

 

固/明 当 期 減 少 額 合 計 

期 末 残 高 合 計  

計 

  

33 

固/明 期 末 残 高 合 計   Ｂ/Ｓ 本年度末・固定資産合計 

脚注・減価償却額の 
累 計 額 の 合 計 額 

計 

  

34 

借/明 期 首 残 高 合 計  

当 期 増 加 額 合 計 

計 

 借/明 当 期 減 少 額 合 計 

期 末 残 高 合 計  

計 

  

35 基/明 
第 ２ 号 基 本 金  
当 期 末 残 高  

 
固/明 

第 ２ 号 基 本 金  
引 当 特 定 資 産 額 

  

36 基/明 
第 ３ 号 基 本 金  
当 期 末 残 高  

 
固/明 

第 ３ 号 基 本 金  
引 当 特 定 資 産 額 

  

 

※（教／収）・・・教育活動収支／事業活動収入の部 

 （教外／収）・・・教育活動外収支／事業活動収入の部 

 （特／収）・・・特別収支／事業活動収入の部 
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Ⅳ 計算書類及び収支予算書の届出 
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１ 届出期日 

 

計算関係書類 ―― 当該年度の翌年度の６月30日まで 

収支予算書 ―― 別に指定 

補正予算書 ―― 変更後すみやかに                    

 

 

２ 届出方法等    

 

ア 計算関係書類の届出にあたり、次の送付状をつけてください。 

 

(様式例)    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ただし、知事が別に届出期日を通知した

ときは、当該指定日とします。 

様式２ 

  文 書 番 号 

 年 月 日 

神奈川県知事                    殿 

   

                                   学校法人所在地 

                                   学 校 法 人 名 

                                   理 事 長 名 
    

 

送 付 状 

    

私立学校振興助成法第14条第４項の規定に基づき、本学校法人の   年度 

計算書類及びその附属明細書を別添のとおりお届けします。 

 

 １ 提出部数   

    計算書類及びその附属明細書   １部   

       

  

２ 経理責任者氏名等   

    経 理 責 任 者 職・氏名 

    計算書類作成者 職・氏名 
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イ 計算関係書類等のつづり順序    

 

① 表紙（(元号)○○年度計算書類及びその附属明細書･･････学校法人○○学園） 

② 計算書類及び附属明細書に係る公認会計士又は監査法人の監査報告書（署名のあるもの） 

･･････監査事項の具体的内容（P58参照）※１ ※２ 

③ 学校法人の監事監査報告書（写でも可） 

④ 貸借対照表〔基準第一号様式〕 

⑤ 事業活動収支計算書〔基準第二号様式〕 

⑥ 資金収支計算書〔基準第三号様式〕 

⑦ 注記事項 

⑧ 固定資産明細書〔基準第五号様式〕 

⑨ 借入金明細書〔基準第六号様式〕（該当がなくても添付し、その旨記載） 

⑩ 基本金明細書〔基準第七号様式〕（該当がなくても添付し、その旨記載） 

⑪ 収益事業に係る貸借対照表、損益計算書（寄附行為に収益事業を定めている場合） 

⑫ 人件費支出内訳表の監査報告（②を一体の監査報告書として作成する場合は省略可） 

⑬ 事業活動収支内訳表〔助成法施行規則第一号様式〕（単数の学校のみを設置している場合は省略可 

P132参照） 

⑭ 資金収支内訳表〔助成法施行規則第二号様式〕（単数の学校のみを設置している場合は省略可 

P132参照） 

⑮ 人件費支出内訳表〔助成法施行規則第三号様式〕 

 

※１…会計監査人を設置する学校法人にあっては、会計監査報告書 

※２…会計監査人を設置する学校法人で、私立学校法第104条第２項に基づく会計監査報告と、私立学校

法施行規則第43条第２項の規定により準用する私立学校法第104条第２項に基づく財産目録の監査

に係る会計監査報告が一体となって作成される場合は、財産目録を⑪の後に添付してください。 

 

エ 収支予算書のつづり順序 …別途指定します。 

 

※ 収支予算書及び補正予算書の様式は、計算書類の基準第二号様式、第三号様式及び助成法施行規則第

一号様式から第三号様式を準用し、次の文言をそれぞれ書きかえて作成してください。 

    

区分 計算書類の文言 収支予算書における文言 補正予算書における文言 

 

基準第二号様

式 

 
第三号様式は 

こちらに準じる 

事業活動収支計算書 

予 算 

決 算 

差 異 

事業活動収支予算書 

本 年 度 予 算 額 

前年度当初予算額 

増 減 

第○回事業活動収支補正予算書 

補 正 前 の 額 

補 正 予 算 額 

合 計 額 

助成法施行規
則第一号様式 

 
第二号様式及び 

第三号様式は 

こちらに準じる 

事業活動収支内訳表 事業活動収支予算内訳表 事業活動収支補正予算内訳表 



― 56 ― 

３ 公認会計士等の監査免除 

 

会計監査人非設置知事所轄学校法人（学校法人化予定園を含む。）は、知事が指定した監査事項に

関し、公認会計士又は監査法人の監査を受け、その監査報告書を計算関係書類に添付することにな

っています。 

ただし、一会計年度に一学校法人に交付される私立学校振興助成法第９条の規定に基づく私立学

校経常費補助金等の額が、1,OOO万円に満たない場合は、当該年度の翌年度の４月30日までに、次

の申請書を知事に提出し、公認会計士等の監査免除の許可を受けることができます。 

 

(様式例)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜提出期間＞ 

・知事への提出は「当該免除を受けようとする年度の翌年度４月１日～４月30日の間」でご提出ください。 

 （例）令和７年度決算の監査免除を受ける場合は、令和８年４月１日～４月30日の間 

 

  ＜提出方法等＞ 

  ・窓口への持参、郵送又はメールでご提出ください。 

    

（窓口への持参の場合） 

   神奈川県庁 東庁舎５階私学振興課検査分析グループ 

※開庁日、開庁時間は、 

「土日祝日、年末年始を除く平日８時30分から17時15分まで」 

（郵送の場合） 

〒231-8588 

 横浜市中区日本大通１ 

    神奈川県福祉子どもみらい局 

子どもみらい部私学振興課検査分析グループ 

（監査報告書添付免除許可申請担当）あて 

  （メールの場合） 

   私学振興課検査分析グループあて、お電話にてメールアドレスをお尋ねください。 

    045-210-3776（直通） 

様式１ 

文 書 番 号 

 年 月 日 

神奈川県知事          殿 

 

                                   学校法人所在地   

                                   学 校 法 人 名   

                                   理 事 長 名        

                                      

 

 

監査免除許可申請書 

 

私立学校振興助成法第14条第２項に規定する   年度の計算書類、附属明細書及び 

人件費支出内訳表についての公認会計士又は監査法人の監査については、同項ただし書 

きの規定の適用を受けたく申請します｡ 


	001会計の手引き　表紙
	002会計の手引表紙裏用白紙
	003会計の手引きｐ000－目次
	004会計の手引きｐ001
	005会計の手引きｐ002
	006会計の手引きｐ003
	007会計の手引きｐ004
	008会計の手引きｐ005
	009会計の手引きｐ006
	010会計の手引きｐ007
	011会計の手引きｐ008
	012会計の手引きｐ009
	013会計の手引きｐ010
	014学校法人会計の手引きｐ011
	015会計の手引きｐ012.
	016会計の手引きｐ013
	017会計の手引きｐ014
	018会計の手引きｐ015
	019会計の手引きｐ016（注記事項１）
	020会計の手引きｐ017 （注記事項２）
	021会計の手引きｐ018
	022会計の手引きｐ019
	023会計の手引きｐ020
	024会計の手引きｐ021
	025会計の手引きｐ022
	026会計の手引きｐ023
	027会計の手引きｐ024
	028会計の手引きｐ025
	029会計の手引きｐ026
	030会計の手引きｐ027
	031会計の手引きp028（白紙）
	032会計の手引きｐ029
	033-01会計の手引きｐ030~32（貸借対照表）
	033-02会計の手引きｐ033~37（事業活動収支計算書）
	033-03会計の手引きｐ038~42（資金収支計算書）
	034会計の手引きｐ043（人件費支出内訳表）
	035会計の手引きｐ044~45
	036会計の手引きｐ046
	037会計の手引きｐ047
	038会計の手引きp048（白紙）
	039会計の手引きｐ049
	040会計の手引きｐ050
	041会計の手引きｐ051~052
	042会計の手引きｐ053
	043会計の手引きｐ054~056

